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病巣血管へ夕■■ゲｯﾃｨﾝｸ゙|Ⅱ

ＯｎｅＳｈｏｔで確実な効果
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5．副作用の軽減

OneShot静注

〔効能･効果〕
回慢性動脈閉塞症(バージャー病､閉塞性動脈硬化症）

における四肢潰蕩ならびに安静時痩痛の改善

国下記疾患における皮廊潰癌の改善

進行性全身性硬化症

全身性エリテマトーデス

■振動病における末梢血行障害に伴う自覚症状の改
善ならびに末梢循環･神経･運動機能障害の回復

■動脈管依存性先天性心疾患における動脈管の開存
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一<警告＞

動脈管依存性先天性心疾患(新生児)に投与する場合には

本剤投与により無呼吸発作が発現することがあるので、

呼吸管理設備の整っている施設で投与すること。
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〔使用上の注意〕
1.一般的注意

(1)慢性動脈閉塞症(バージヤー病､閉塞性動脈硬化症)、

進行性全身性硬化症､全身性エリテマトーデス､振

動病の患者に適用する場合には、次の事項を考慮

すること。

ｌ)本剤による治療は対症療法であり、投与中止後

再燃することがあるので注意すること。

(2)動脈管依存性先天性心疾患の新生児に適用する場

合には、次の事項を考慮すること。

ｌ)重麓な疾患を有する新生児への投与なので､観

察を十分に行い慎重に投与すること。なお、副

作用が発現した場合は、投与中止、注入速度の

減速など適切な処置を誰ずること。

２)無呼吸発作が発現することがあるので、投与中

は呼吸状態の観察を十分に行い、発現した場合
は投与を中止するなど適切な処置を講ずること。

３)過最投与により副作用発現率が高まるおそれが

あるため、有効最小量で維持すること。

４)長期投与により長管骨膜に肥厚がみられるとの

報告があるので、観察を十分に行い、必要以上

の長期投与は避けること。

2.次の患者には投与しないこと

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人。

3.次の患者には慎重に投与すること

（１）心不全の患者(心不全の地強傾向があらわれるとの

報告がある)。

(2)緑内障､眼圧冗進のある患者(眼圧を冗進させると

報告がある)。

(3)胃淡癌の合併症及び既往症のある患者(既往のある

患者に胃出血を認めたとの報告がある)。

(4)問質性肺炎の患者(問質性肺炎を増悪させる可能性
がある)。

1．PGE1＋微細脂肪粒子担体を開発(リポ化）
－ＰＧの活性維持･肺での失活を回避

2.病巣血管集積性

一強力な抗血小板･血流増加作用を局所で発揮

3.潰癌｡四肢癖痛の早期改善一効果の持続

、

静注用ブロスタク､ランジンＥ,製剤

注入局所の刺激性

4.治療操作性の向上
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大阪臨床整形外科医会会長

大橋規男

私が昭和58年、ｗｉ会に入会した時は会員数が７０

数名でしたが、今日では260名を越す充実した人

きな会に成長しています。私は常々、この会は各

大学'11身渦･が学閥恵織を無くして横のつながりを

大切にする会にしたいと:I昌張してきました。この

ことは前会長の伊藤成幸先生が協調されました

「和」をrlT心にした会と全くＭじ気持ちで、会貝

の先/kﾉj一人一人もこの気持ちを火‘1Wこされて会

の運憐に脇ﾉJされたお陰で、今11の○ＣＯＡの発

展があったと信じています。

私共はそれぞれ雛形外科のプロフェッショナル

をIfl認していますが、州業すると大多数は残念ながら手術をする機会を失い、理学療

法を主体とした保存的治療に専念せざるを得ない状態となっています。しかしながら

この分野は寸他の診療科の医師、或は柔終師・誠灸マッサージ師等の非医師・医療類

似行為者等との境界紙域であるため、それらとの競合・協調の面で色々附雌な面があ

ります。特に妓近、地域医療計lLlliｲE宅ケアシステムのリハビリティショソ分卿へ、一

部の非医師グループがかなり具･休的に組織的な参入を行ってきています。このような

非医師パラメディカル・医療類似行為者との対･応問題や整形外科認定医に対する理学

療法報酬の適正化問題ならびに理学療法施設基準の問題等については、日盤会・ＪＣ

ＯＡ・医師会等と符接な連携をとってゆく必要があります。幸いに当会から１１確会・

ＪＣＯＡの理11:に坂本徳成先生、ＪＣＯＡ医療システム委貝には小杉豊治先ﾉﾋ、ＪＣ

ＯＡ社会保険委員には反ｍ英之先生がそれぞれ活雌され、医師会関係では平11I正樹先

生が府医副会長の立場から一部の問胆については既に具体的にプッシュされており府

医理聯の八幡雅志先生と共に今後この方面からのご努力を期待しています。また会員

の先生ﾉjの中には支払堆金の審在委員や医師会・各樋地域剛体の言1弓要ポストについて

られる先ﾉk方も数多くおられますので色々の面からご協力を賜りたいと思っています。

無論これらの問題はミクロ的な観点から早急な解決を望むと周囲と無用の摩擦や単Ｌ

蝶を生ずることになり、更にマクロ的な観点に立てば日本の医療世の財源をどこから

求めるのか、高齢化社会における社会保障賛の枠組みの中で|ｹ息擁費と年金・隔祉費の

取り分の問題、医療世の中での各科のバランスの問題など政治的要素が火きいため、

容易に解決するとは思えません。

歴史の!|Iの社会111『勢の大きな流れの1.'1に浮かんでいる小舟は結肋はその流れに逆ら

うことは出来ませんが、少なくとも我々の小舟が沈没しないように努ﾉjする必喫があ

るのではないでしょうか。

『 両
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I、平成４年各県代表者会議

平成４年１月26日（日）、新会則による新

しい、ＪＣＯＡの議長、理事、監事選出のた

めの仮代議員会に引き続いて、中野サソプラ

ザにおいて、ｐｍ3.00より各県代表者会議が

ひらかれた。詳細は、ＪＣＯＡ会誌に掲載さ

れることになっておりますので、私どもに関

係のあることを簡単に報告します。

まず、金井先生が、ＪＣＯＡ会長として、

最後の各県代表者会議の挨拶をされた。（長

い間、会長職の重責を無事に果たされ、ご苦

労さまでした｡）

代表者44名（２名欠席）の出席のもとに、

議長志賀先生によって、スムーズに議事の進

行が計られた。

１．会員状況

平成元年12月末ＪＣＯＡ3629名

（ＯＣＯＡ２１０名）

平成２年12月末ＪＣＯＡ3757名

（ＯＣＯＡ２３６名）

平成３年12月末ＪＣＯＡ3873名

（ＯＣＯＡ２４８名）

年々ＪＣＯＡ会員の増加とともに、ＯＣＯ

Ａの会員増加が、目立っているようであった。

２．平成３年事業報告、会計報告

平成３年１月１日～12月31日までの事業報

－２－

理事伊藤成幸

告と会計報告が行われた。

この中で、各県のＪＣＯＡへの会費の納入

状況では、完納していない府県が10ヶ所余り

見られたが、大阪は、いつも、きっちり納入

されており、私どもの会計担当の小松理事の

おかげと、感謝している。

その他、日整会理事会報告等が、行われた。

①日医スポーツ医資格取得に必要な欠落

単位補完研修会の開催について、教育研

修会に従来どおり４ヶ月前までに申請す

ることに決定。

②某会員が、日整会誌に投稿し、掲載さ

れた論文を取り消されるという事件に対

して釈明があった。

③鹿児島での第19回ＪＣＯＡ研修会につ

いて、いろいろ説明された。

各理事をはじめ執行部の先生方の大半は、

新会則による、新役員に入っておられますが、

今回は、従来の会則によって行われる、最後

の各県代表者会議であったが、これというと

くに変わったこともなく、淡淡と、議事が行

われた。私は、今年３月でＯＣＯＡ会長（各

県代表者）を辞するが、古いＪＣＯＡやＯＣ

ＯＡの会則による、もろもろのものの終駕と

ともに、終わることになった。



11．平成４年度ＯＣＯＡ臨時総会

ＯＣＯＡの会計について

ＪＣＯＡの事業・会計年度の変更にともな

い、本会でも昨年の総会でご承認をえて、事

業・会計年度を４月１日から翌年３月３１日

に変更いたしました。そのため平成４年５月

９日(土)、研修会に先きだち、平成４年度臨

時総会が開催され、平成３年11月１日から平

成４年３月31日までの後期暫定期間の会計報

告(４頁参照)と、平成４年４月１日から平成

５年３月31日までの平成４年度予算案（５頁

参照）が上提され賛成多数で認承されました。

ついでながら、会計担当として、２，３の

点につきご説明させて頂きます。

ｏ本会の事業活動は４～10月に集中し、こ

の時期は支出が少なく、資金を留保する期

間であります。

ｏ昨年度は単年度収支で僅かに赤字を計上

しましたが、会費値上げのお陰により、年

間50万円程度の黒字の見込みです。

参考：年会費18,000円（ＪＣＯＡ会費

10,000円、本会費8,000円）

ｏ今回708万円の余剰金があり、会員先生

方もその余裕？に首をかしげられるかも知

れません。そのうち、６月にはＪＣＯＡへ

－３－

会計担当理事小松堅吾

分担金として280万円を支払っております。

また、昨年度大阪労災指定病院長会の解散

に際し、本会が格別のご好意により200万

円の高額ご寄付を頂いたことが大変な助け

となっております。

ｏ本会主催の学術研修会は毎年４～６回を

教えております。（会員先生方のいろいろ

なご意見があることはさておき）担当理事

の大変なご努力により製薬企業の協力を得

て運営されております。万一、何らかの支

障があり本会独自で運営すれば、年間、低

く見積って500万円程度の資金は準備する

必要があります。現在、土曜の午後、３００

名収容可能で、交通の便のよい会場を１年

前から確保することの困難は十分に理解頂

けると思います。諸般の事情を考慮し、将

来余裕があれば、500万円程度をもとに、

本会の特別会計・学術基金の創設が会計担

当者の願いでもあります。

会計報告のつもりが、飛躍した話になりま

したが、折りにふれ、会員先生方のご理解と

ご意見を承りたく存じます。



合

(期間１２１平成３年11月１日～至平成４年３月31日）

会計担当理事小松堅吾

１大阪臨床整形外科医会

前期繰越金

今期剰余金

5,469,642

1,609,360

２

計

平成３年度後期暫定会計報告

７，０７９，００２

大阪臨床整形外科医会財産目録

３ 平成３年度後期暫定収支報告

－４－

収 入 支出

会費

(261名中244名の５ケ月分）

寄付・広告収入

預金利息

府医師会より医会補助

1,830,000

0

77,572

３００．０００

分担金(JＣＯＡ関係等）

会 議聾

通信・印刷瞥

蛎務岱

役員出張聾

役員交通挫

支出小計

剰余金

０
５
７
０
０
０

2４６，０２

２５７，０１

６，１７

３５，００

３６．００

598212

1.609360

合 計 2,207,572 合 計 ２，２０７ 572

普通預金大阪府医師信用組合

第一勧銀吹田支店

３ ３９９，０６０

５０８．１１２

定期預金大阪府医師信用組合(100万×111.50万×4口）

第一勧銀吹田支店（５０万×１口）

３ ０４１，６１２

５００，０００

立 替 金 △３８０，０００

現 金 １０．２１８

合 計 ７．０７９．００２



2,795,000

2,700,000

７５，０００

１０，０００

１０，０００

(収入の部）

会費(18,000×270名）

寄附及び広告収入

受取利息

繰越金

4,860,000

６００，０００

８０，０００

7,079,002

需要費

内訳：事務費

印刷費

ＯＣＯＡ会報費

諸活動饗

３，１００，０００

３００，０００

４００，０００

１，２００，０００

６００，０００

合計 1２，６１９，００２

(支出の部）
今
云 議 費

内訳：総会費

研修会費等

理事会会議費

１，５００，０００

７００，０００

５００，０００

３００，０００

分担金

内訳：日本臨床整形外科医会会費

ＪＣＯＡ学術振興基金

近畿ブロック会費

大阪府単科医会会費

平成４年度予算

4,524,002

交通費

内訳：役員出務費

役員出張費

700,000

300,000

400,000

予備費

－５－

計
〈
口 1２，６１９，００２



Ⅲ日整会理事会だより

日整会 理事ＯＣＯＡ理事坂本徳成

４月１日より年度が替わり、平成４年度の

重要審議事項として次の６つの項目が示された。

１）年会費値上げの件

２）学会賞・学会功労賞表彰基準、学会奨励

賞選考方法の件

３）各種委員会の再編成の件

４）認定医試験方法、資格継続方法検討の件

５）教育研修ガイドライソの件

６）認定リウマチ医一本化の件

以上６項目に、理事長、副理事長以下17名

の理事が各項目に担当配属され検討すること

となった。

次に年度が替わり各種委員会の委員が再編

成、委員長が選出され委員会活動が始動した。

（詳細は日整会誌に掲載されるため割愛）

その中で、開業医に関係の深い項目につい

て報告しますと

１．Ｑ＆Ａ委員会

認定医試験問題のＱ＆Ａ委員会が今年度

より新設され、近畿地区より委員が選ばれ

委員長に平沢泰介京府医大教授が選任された。

２．骨系統疾患委員会

平成５年11月27日（土)、第５回骨系統

疾患研究会が、水島哲也会長（警察病院）

のもと、大阪市住友ホールで開催予定。

３．産業医委員会

日整会会員が産業医として現場で活躍し

易いためのマニュアル、『整形外科産業医

ガイドライソ』を作成する。

４．認定医制度委員会

研修内容、研修施設認定条件、認定医試

験、資格継続の４項目について検討する。

５．その他

日整会誌に掲載されますので参照下さい。

以上

Ⅳ第２２回ＪＣＯＡ近畿ブロック会

日整会理事ＯＣＯＡ理事坂本徳成

ＪＣＯＡ近畿ブロック会が奈良県担当にて下記の要領で開催されました。

日時平成４年３月７日(土）午後３時30分より

場所百楽荘(近鉄奈良線富雄駅下車）

議案大阪府新田望、坂本徳成

（１）ＪＣＯＡ理事会報告(九谷、坂本）兵庫県吉良貞伸、長靖麿

（２）日整会理事会報告(坂本）和歌山県中村了生

(3)各県整 形 外 科 の 対 応 奈 良 県 岩井浅二、尾崎仁一、佐野貞彦、

’・スポー ツ 医 活 動 に つ い て 谷掛俊介、植田雅博、村井泰裕、

２．自賠責新基準について石崎嘉昭、林達男

３ ．医療類似行為について以上のご と く 、 ス ポ ー ツ 医 に つ い て は 日 医

４．保険点 数改正について健康スポーツ医と日整会認定スポーツ医との

（４）その他互換性について、また自賠責については日医

出席者のガイドラインについての現状と対応、医療

滋賀県山本良雄、岩波日出男、北川忠、類似行為についての各県のいろいろな詳細な

京都府野口和彦、原治、川波進、報告と今後の対策が話し合われた。次回Ｊｃ

吾妻幸一郎、足立良治ＯＡ近畿ブロック会は滋賀県担当で開催され

ることとなった。（敬称略）

－６－



Ｖ平成３年度日本整形外科学会評議員会

日時：平成４年４月15日（水）１４：００～１７：００

場所：ホテルニューオータニ博多３Ｆ『芙蓉の間』

出席者理事19名監事３名評議員172名

（86％）

議長辻 陽雄 評議員

副議長白坂健一郎評議員

議事録署名人の選任

議事

報告事項

１．理事長報告（小野村理事長）

2．第65回日本整形外科学会学術集会運営報

告（杉岡洋一会長）

平成４年４月１６．１７．１８．１９日福岡市

３．第７回日本整形外科学会基礎学術集会準

備進行状況報告（室田蹟久会長）

平成４年10月８．９日東京都

４．第25回日本整形外科学会骨・軟部腫携学

術集会準備進行状況報告(柴田大法会長）

平成４年７月１７．１８日松山市

５．第66回日本整形外科学会学術集会会長挨

拶（小野哲郎会長）

平成５年４月８．９．１０．１１日神戸市

６．第８回日本整形外科学会基礎学術集会会

長挨拶（寺山和雄会長）

平成５年10月７．８日松本市

７．第26回日本整形外科学会骨・軟部腫癌学

術集会会長挨拶（赤松功也会長）

平成５年７月１６．１７１」甲府市

８．各種委員会報告（小野村理事長）

９．学会功労賞、学会費および学会奨励費に

ついて

学会功労賞８名学会奨励賞１名

－７－

10.

11.

会長大橋規男

学会賞なし

監事の辞任および監事の数について

その他

審議事項

1．名誉会員、Correspondingmember推進

の件

名誉会員９名Correspondingmember

６名を承認

２．平成３年度事業報告と収支決算および財

産目録

３．平成４年度事業計画と収支予算案

４．次期通常総会の開催日、開催地について

５．日本整形外科学会学術集会次々期会長

（第68回会長）の選挙

黒川高秀教授を選出

６．日本整形外科学会基礎学術集会次々期会

長（第９回会長）の選挙

田中清介教授を選出

７．日本整形外科学会骨・軟部腫癌学術集会

次々期会長（第27回会長）

荻原義郎教授を選出

８．評議員提案識題

１）学術集会４１の教育研修会について

２）日本医師会との連携について

関東地区梅ヶ枝健一

３）認定医試験について

関東地区高田聡

４）認定医の試験問題に「脳性麻蝉」を取

り上げることについて

５）教育研修会と日医の生涯教育(研修会）



とのドッキソグについて

中国・四国地区江口涛栄夫

６）各種委員会の任期変更について

中部地区山路兼生

７）「運動と内分泌機能」教育講演を日整

会スポーツ単位として認めることにつ

いて

近畿地区 越 智 隆 弘

８）「ケガをしたときのスポーツ医へのか

かわり方」の広報について

中部地区大成清一郎

９）社会保険診療報酬改定の整形外科領域

の問題について

関東地区三橋稔

10）保険点数改正による整形外科系のダメ

ージについて

関東地区 香取動

11）整形外科領域のリハビリの卒前、卒後

教育の現状と今後の方針について

九州地区朝長-

12）これからの地域における整形外科のあ

り方について

中国・四国地区原田雅弘

１３）整形外科のこれからと、国民が整形外

科医に求めるもの

関東地区高山筆

評議員提案議題の質疑応答では、教育研修

会の企画とその内容、日医生涯教育制度との

整合性、認定医試験のあり方、特に専門医教

育偏重の弊害とその対策、保険診療特に今回

の診療報酬改定に関する問題、整形外科医の

未来像とそれに対応する教育の問題等につい

て幅広い熱心な討議が行われた。

しかし、診療報酬改定の問題にしても、外

保連の整形外科医の力が弱過ぎると言う嘆き

節が聞かれたのみで、それに対する今後の積

極的・具体的な取り組みの姿勢が殆ど見られ

なかったのは残念であった。

ただ、今回の評議委員会で目立ったことは、

従来、大学関係者が開業医の意見提案にや上

もすれば冷たい視線を向けていたのが、社会

状勢の変化から、少しは耳を傾けてお互いに

協力しようとする姿勢に変わってきたことで

あろう。しかし、大学関係者・勤務医・開業

医が同じ一つの土俵に上る日はまだ遠い先の

ように思われる。

－８－



Ⅵ第５回ＪＣＯＡ学会

シーザーの言葉を借りるなら「行った。見

た。楽しんだ｡」が今回の学会の印象である

幕張という広大な人工都市に驚かされ、学会

では肩凝りという日常ありふれた病態である

に拘らず十分解明されているとは言えないテー

マに気象環境、歯科、東洋医学、心療内科な

どからのスポットライトをあてた試みは、出

席者を十分楽しませるものであった。

今回は千葉ＪＣＯＡの主催で、三橋稔会長

のもとで平成４年６月27日（土)、２８日（日

の両日に亘り千葉幕張メッセ国際会議場で行

われた。

一日目は代議員会、総会、理事会、懇談会

さらに夜は東京ディズニーランドでのスター

ライトショー、幕張クラブでの二次会と主催

者の巧みな運営によって参加者を楽しませた。

二日目は午前７時よりモーニングセッショ

ソＡとして「保険点数の改正」の討議が行わ

れた。高瀬佳久先生、山路兼生先生、丹越忠

先生、奥山隆保先生らが保険点数の仕組みや

今回の改正点数について述べたが整形外科開

業医にとって慢性疾患対象の疾患が外された

ことは、大きなマイナス改定であったことは

否定できず、医療費の枠の問題が暗い影を落

としているように思えた。又、運動療法に対

する各県審査委員の対応の差も興味をひかれた。

又モーニングセッションＢでは、「イソフォー

ムドコンセソト」について、山下恵代先生

（神奈川）が講演された。

朝早いのにも拘らず出席者は300名を越え、

我々開業医の直面する問題に対する関心の深

さを改めて痛感した。

午前９時より本会議場にて「肩凝り、その

原因と治療」の講演が行われた。まず「肩凝

りの病態生理」と題して玉置哲也教授（和歌

山）が整形外科の立場から講演され、頚椎々

－９－

副会長堀木篤

間関節など頚椎部からの原因、さらに自律神

経系の異常、特に交感神経系のストレスが発

生機序の一端を担っていると述べた。次いで

五味測諒一先生（栃木）の「肩凝りとサーモ

グラフィ－では、サーモグラフィ－を他覚的

評価の手段として用いたもので、外傷群と非

外傷群に分けて分析し温度分布パターンが４

群に分類できたと報告した。加賀美雅弘先生

（東京学芸大）の「気象環境からみた肩凝り」

は気象病、季節病という観点からとらえよう

とするもので、肩凝りは季節の変わり目に多

いという事実から、気象の変化→ストレス→

肩凝りの可能性を示唆した、転地療法につい

ては、少し厳しい環境条件の方が病気を治す

のに良いと述べ、少しストレスがあった方が

人間には良いという話もあり面白い。績肇彦

先生（横浜）の「歯科医の立場から」では、

咳合異常や歯列の不全が肩凝りを引きおこす

原因とされ、治療により肩凝りが緩解した症

例を多数供覧し印象深かった。総義歯の老人

も咳合の状態が悪いと肩凝りを訴えると述べ

た。そのメカニズムは、ストレス→自律神経

緊張→肩凝りと述べている。鈴木弘祐先生

（千葉）の「東洋医学的立場より」は難解で

あった。た壁「虚補」（虚を補うこと）が治

療の原則ときけば、いさ上か哲学的ではある

が虚に陥らないようにするのが日常生活の原

点かも知れない。中野弘一先生（東邦大）の

「診療内科立場より」では心身医学的には心

身症タイプと神経症タイプの肩凝りに分けら

れ、前者は他覚的に筋硬結などが認められ筋

弛緩作用の薬が有効であるが、後者は抗不安

作用の薬が有効とのことである。抗不安薬に

は筋弛緩作用と抗不安作用を併せ持っている

ので、その作用を考えて薬を選ぶとよいとの

ことである。



又、フロアーから、姿勢の間巡、宵楽療法

の効果などでの発言があった。

午後は、整形外科領域の変進と将来像とい

うテーマで講淡が行われた。村上賛久先生

（'11立小児病院）の「小児盤形外科疾患の変

進について」では、２０年間にわたる統計から、

先股脱、先尺性筋斜頚はⅢlらかに減少しつ呉

あるも、足の変形、Ｏ脚、側緬症などは増加

しつ上あるとのことであり、先天性内反足は

変化なしという結果であった。た堂出生率の

低下により新患数もかなりの減少がみられる。

rli谷11瓶先生（兵庫）は「新鮮外傷の今後の

方向」で、地域での救急ＡＭ･の拠送先の病院

を分析したが、整形外科|侭の常駐してない摘

院が多く、四股外傷の初期治擁の砿要性とい

う観点からみれば考えさせられると述べた。

また外傷全般を扱える医師の礎成の必要性に

も『;.及した。坂本徳成先生（大阪）は「産業

医としての整形外科医の在り〃」と題して講

淡し、職業性腰痛症、頚ﾉIi腕推候鮮、振動障

押、手作業による障害など帖形外科疾病も多

く、今後産業医の分野に幣形外州兵は&ｌｉ極的

に参ll1Iiして行く必要性を述べた。三枝清純先

ﾉ'１（T舎雌）は「学校保雌に於ける整形外科脈

の役削」と題して学校体育、スポーツ部活動

への係わり方を述べた。林浩一郎教授（筑波

人）は「感染症の変貌」と題して講演し、生

体材料の感染に亜要な役削を占めるbiofilm

について、又、ＭＲＳＡはもはや院内定揃剥

であると指摘され、抗ﾉk剤の使川ﾉｊ法の兄l尚

しの必要性を述べた。'､〕:雌秀繁教授（千葉大）

は「盤形外科医を育てる上での今後の股望」

で、’1本のみならずアメリカを始めとする諸

外国でも整形外科医が哨大しつ上ある点にふ

れ、これはとりもなおさずsocialneedの増

人によるものであると述べ、今後とも盤形外

科医の質的向|:に努ﾉ』すべきであると述べた。

以上で無事学会は終ｒした。なお学会への

川席者は556名、大阪からは19名であり、又

レディスツアーとして、｜KI立歴史民族博物館

・川村記念美術館コースと痔翁閣グルメコー

スが細まれ皆様方楽しく過ごされた由。次回

は平成５年６月、広烏にて開催されるが、川

ｌｌｌｉｆしたいと考えている。終わりに素晴らしい

会の巡憎をされた千雌・茨城ＪＣＯＡの諸先

ﾉﾋにお礼を述べ楠を終わりたいと思います。

蝿
！

Ｐ■

会

』１１k
削詫

－１０－



Ⅶ第４回日本理学診療医学会

日理療医学会幹事・ＯＣＯＡ理事坂本徳成

第４回日本理学診療医学会が、平成４年７

月１２日（日）、高知医大教授山本博司会長の

もと、高知市・三翠園ホテルで開催された。

その前日の７月11日（士）午後５時30分より、

同ホテルにおいて学会幹事会が開かれた。

（１）幹事会の報告

１．会長挨拶、報告

第４回学術集会開催に当たっての報告

があった。

２．庶務報告（事務局）

１）事業報告(平成3年１月１日～12月31日）

①学術集会の開催第３回日本理学診療

医学会（平成３年７月７日）

会長小野村敏信教授

②学会誌の発行

理学診療第２巻第１号

③委員会の開催

常任幹事会・幹事会(平成3年７月６日）

④理学診療マニュアルの編集

出版権者全日本病院出版会

著者権者日整会と日本理学診療医学会

編集高橋孝文､小野村敏信､桜井

実、山本博司、岩谷力

発行１１月中旬予定

⑤後援

第41回日本理学療法学会

平成４年４月25日、２６日（山口市にて

開催）

社団法人全国病院理学診療協会

２）会員数（別表）

３）決算報告

４）平成４年事業予定

①学術集会開催

②学会誌の発行

③委員会の開催

④理学診療マニュアル発行

－１１－

⑤その他

５）平成４年予算案

３．学会奨励賞選考について

４．役員選出について

１）次期会長（大井淑雄自治医大教授）

２）次々期会長予定（腰野富久横浜市大

教授）

３）次々々期会長予定（渡辺英夫佐賀医

大教授）

４）新常任幹事の推薦（小野村敏信大阪

医大教授）

５）新幹事の推薦

１.島津晃大阪市立大教授

２．乗松尋道香川医大教授

３.河合伸也山口大教授

４.長島弘明岡山大助教授

５．全国大学病院理学診療教育に関する懇

談会について

６．その他

１）医師以外の会員として以下の２名の方

の入会が承認された。

明 治 鍍 灸 大 学 矢 野 忠 先 生

名古屋大学医療技術短期大学辻井

洋一郎先生

２）羽田春兎日本医師会長退任により、

名誉顧問になっていただき、新顧問には

村瀬鎮雄日本医師会長に御就任をお願い

する。

３）学会活性化のために、学会誌編集委員

会、治療機器の治療効果評価委員会等の

委員会を設置する。

４）名誉会員制度について

次期大井会長に原案を作成していただく。

５）認定医制度について

前向きに討論されたが結論でず、次回

の課題となる。



（２）学会報告

午前８時15分山本会長の挨拶のあと、一

般演題が開始された。上肢５題、下肢４題、

筋力評価９題、運動療法７題、牽引療法４

題、レーザーと装具療法５題、姪痛対策９

題、計43題と特別講演

「ConservativeTreatmentofLowBack

andtheSaCroiliacPain」Prof・ＫｅｎＹＯｎｇ－

Ｈｉｎｇ（UniversityofSaskatchewan，

Canada）

が午後６時過ぎまで行われた。

今回の学会の特徴として昼食を食べなが

らLuncheonDiscussion「理学療法一今

後への要望一」が開催され、岩谷力、大

井淑雄、高山筆、片岡治の先生方が話

題提供者となり山本博司座長のもと熱い討

論が行われた。

大阪から、木佐貫一成、古賀教一郎が出

席し、特別講演については木佐貫先生より

以下のサマリーをいただきました。

流暢な誰りの無い英語で、腰痛症、特に

仙腸間接痛に対するマニプレーショソとモ

ビリゼイショソの適用と手技等を、病理組

織標本、骨格標本等のスライドにより病態

解析、アフターケアーを含め話を進められた。

本年度より新設された学会奨励賞は、自

治医大の「腰痛患者と健常人における体幹

筋断面積の比較」と北大の「腰痛症患者に

おける体幹筋持久力評価法」に決定した。

早朝より昼食事を含め遅くまで有意義な実

のある一日を過ごさせていただきました。

来年は、自治医大、大井会長のもと宇都宮

市で７月に開催されます。

多数の先生方がご参加下さいますよう、ご

案内申し上げます。

日 本 理 学 診 療 学 会 専 門 別 分 類

平成４年７月１日現在

開業 医

整形外科729名

整形外科・理学診療科461名

整形外科・理学診療科・リハビリ科４７名

整形外科・リハビリ科１０名

理学診療科８名

リハビリ科２名

その他１１名

計1,268名

勤 務 医

整形外科833名

整形外科・リハビリ科５６名

整形外科・理学診療科４２名

リハビリ科１３名

理学診療科１３名

整形外科・リハビリ科・理学診療科９名

その他１０名

計976名

合計2,244名
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日本理学診療医学会県別会員数

平成４年７月 １日現在

県 名 会員数 勤務医 開業医

北海道 ７４ ２８ ４６

青 森 １２ ６ ６

岩 手 １８ １２ ６

宮 城 ６５ ３３ ３２

泡 ｋ田 １８ ８ １０

山 形 １５ ７ ８

福 島 ３６ １８ １８

茨 城 ２７ ９ １８

栃 木 ７０ ２９ ４１

群 馬 １７ ８ ９

埼 玉 ６０ １５ ４５

千 葉 ５７ ３０ ２７

東 京 ３００ １６４ １３６

神 奈川 １０６ ５３ ５３

新 潟 ３２ ９ ２３

富 山 ２９ ６ ２３

石 川 ３２ ８ ２４

福 井 ２４ １３ １１

山 梨 １１ ６ ５

長 野 ２６ １１ １５

岐 阜 ３６ １２ ２４

静 岡 ５１ １３ ３８

愛 知 ８４ ３６ ４８

重 １４ ３ １１

滋 賀 １７ ３ １４

京 都 ６５ ３４ ３１

大 阪 １８５ ７２ １１３

兵 庫 ９１ ５３ ３８

奈 良 ３５ １０ ２５

和 歌山 ２３ １１ １２

鳥 取 １４ １１ ３

島 根 ３２ １４ １８

岡 山 ２５ １２ １３

広 島 ５２ １１ ４１

山 口 ３２ １４ １８

徳 島 ４９ ２０ ２９

香 川 ２３ １１ １２

愛 媛 ７４ ２６ ４８

高 知 ４８ ３０ １８

福 岡 １５０ ５２ ９８

佐 賀 ２７ １７ １０

長 崎 １７ ６ １１

熊 本 １３ １０ ３

大 分 １１ ３ ８

宮 崎 ２６ ８ １８

鹿 児島 １５ ６ ９

沖 縄 ６ ５ １

合 計 ２，２４４名 ９７６名 １，２６８名
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Ⅷ大阪府医師会医学運営委員会

１．平成３年度第６回医学会運営委員会

平成３年９月30日

１．１１月度学術講演会開催計画の件

２．平成３年度（第15回）大阪府医師会

医学会総会の件

公募演題９９件（一般演題88件特設コ

ーナーの演題11件）について関係テーマご

とに座長を決定

Ａブロック(地域医療関係、その他)29題

１．小児・学校保健（宮下、鶴原）

２．救急医療（田中）

３．地域医療（佐々木）

Ｂブロック（臨床）３２題

１．消化器関係（桑田、伊藤）

２．循環器・呼吸器（石山）

３．泌尿器・腎（新）

４．乳児・産婦人科（新田）

Ｃブロック（臨床、感染症、その他）

１．整形外科（大橋）

２．精神・神経科（桧山）

３．感染症（西村）

４．成人・老人保健・その他（山口）

Ｓブロック(特設コーナー)11題(若林､榎）

３．生涯教育推進委員会報告の件

申請分中154件審査通過◎１件のみ保

健診療の実務講習で事務職員が主対象のた

め不可

４．地域における病院実習あり方検討小委

員会の件

まず、ブロック単位での実習システムを

基準に検討することに決定

11．平成３年度第７回医学会運営委員会

平成３年10月28日

１．１２月度学術講演会開催計画の件

２．日本内科学会認定講習会申諸の件（平

－１４－

会長大橋規男

成４年度分）

３．地域における病院実習あり方の件

各病院長宛の実習協力依頼文書を作成し、

地区医師会長の協力を求めることとする。

４．医療情報の一環として慢性疾‘患の手び

き原稿を各単科医会から医療情報委員会へ

提供されたことに対し、担当理事からお礼

と、今後も引続き日常診療で必要な知識等

のコメソトを作成していただきたい旨依頼。

５．生涯教育推進委員会報告の件

申請135件幕査通過

６．日本内科学会認定講習会（平成３年度

第Ⅲ期開催分）

申請の群査結果の件

７件が認定１件は内容が外科主体で

あるとの理由で非該当

Ⅲ、平成３年度第８回医学会運営委員会

平成３年11月25日

１．１月度学術講演会開催計画の件

２．セミナー形式による研修会の件

「各種疾患の最近の治療法と食事療法」

をテーマに開催

３．大阪府医師会医学会総会（11月17日）

の件

公募演題によるパネル展示発表が95題、

本年度から新たに特設コーナー（ｓコーナ

ー）が設置され、今年度は各地区医師会で

の学術事業の紹介をテーマに11題の発表が

あった。

４．生涯教育推進委員会報告

申請分86件審査通過

日本医師会生涯教育制度の一部変更に

ついて検討

５．地域における病院実習あり方検討小委

員会報告



実習可能と思われる各施設へアンケート

調査を実施し、集計資料をもとに実習内容

・スケジュール等検討。

Ⅳ、平成３年度第９回医学会運営委員会

平成３年12月16日

１．２月度学術講演会開催計画の件

２．平成３年度医学研究奨励費助成の件

公募文書を（案）の通り了承。なお選考

基準等については改めて検討。

３．日本内科学会認定講習会（平成４年度

第１期分）申請の件

４．生涯教育推進委員会報告

申請分96件審査通過。医療的課題の取

扱及び内容について意見交換。

５．平成３年度都道府県医師会生涯教育

担当理事連絡協議会（12月５日）報告

日医生涯教育制度を改定し、実習時間申

告50時間のうち、原則として10時間以上は

都道府県医師会が認めた日医生涯教育講座

を受講した場合に修了証を発行する。但し、

初年度は各都道府県での実施状況・データ

ー等の収集をすることにより、次年度への

改良の資料とする意向。その他「生涯教育

カリキュラム」冊子の内容について。

Ｖ・平成３年度第10回医学会運営委員会

平成４年１月25日

１．３月度学術講演会開催計画の件

２．生涯教育推進委員会報告の件

申請分161件審査通過

平成２年度府医生涯研修システム集計

結果の説明

近医連生涯教育担当理事連絡協議会

（１月18日）報告

３．地域における病院実習あり方検討小委

員会報告の件

郡市区医師会生涯教育担当理事連絡協議

会に協力依頼

Ⅵ、平成３年度第１１回医学会運営委員会

平成４年２月24日

１．４月度学術講演会開催計画の件

２．生涯教育推進委員会報告の件

申請分108件審査通過

郡市区医師会生涯教育担当理事連絡協

議会報告

Ⅶ．、平成３年度第１２回医学会運営委員会

平成４年３月23日

１．５月度学術講演会開催計画の件

２．平成３年度医学研究奨励費助成研究選

考の件

府医の予算は300万円１研究につき助

成金10万円とし、申請50件を30件にしぼる

こととする。予め各委員に送付された資料

に基づき投票を行い、上位31件を選考す。

３．大阪府医師会医学会単科専門医会加入

願いの件

大阪透析医会より単科専門医会に加入願

いが出された件につき審議。同会が標傍科

目でない点等問題点があるため、府医理事

会に等委員会の意見を具申して一任するこ

とに決定。

４．平成４年度大阪府医師会医学会総会

は平成４年11月１５日（日）、セミナー形

式による研修会は平成５年２月６日(土)、

７日（日）に予定する。

５．生涯教育推進委員会報告の件

申請分105件審査通過

府医生涯教育推進システムのコンピュ

ーター入力が著しく遅れているが、その

原因は受講者のチケット忘れにあるため

今後は受講時には必ずチケットを持参提

出すること。８桁のチケット番号を各自

記憶し、チケットを忘れた時には必ずチ

ケット番号を記入することを義務づける

よう各単科医会にも協力を要請する。

救命救急委員会の桂田委員長より救命処

置を生涯研修システムの必修項目にして

欲しい旨の申し入れあり。救命救急士が

－１５－



法的に認められた現在、その指導的立場

にある医師が、その知識・技能を十分

に習得する必要があることから、その内

容について今後検討することにする。

Ⅷ、平成４年度第１回医学会運営委員会

平成４年４月27日

１．６月度学術講演会開催計画の件

２．医学会評議員委嘱の件

任期４年４月～６月３日

大阪臨床整形外科医会より堀木篤

・長田明・服部良治の３先生を推薦

３．講演会世話人および７月以降学術講演

会開催計画の件

４．大阪府医師会医学会における顧問設置

の件

５．日本内科学会認定講演会への申請の件

６．生涯教育推進委員会報告

委員長（吉川)、副委員長（鶴原・山

口）に決定

143件申請分通過但し内1件は保留

Ⅸ、平成４年度第２回医学会運営委員会

平成４年５月25日

１．７月度学術講演会開催計画の件

２．平成４年度日本医師会生涯教育講座

実習の件

今年度実習依頼施設71ヶ所予定前年

度は68施設195パック

３．平成４年度大阪府医師会医学会総会

（Ｈ4.11/15）の件

医学会総会の内容について検討

４．平成４年度セミナー形式による研修

会の件

平成５年２月６日（土）・７日（日）

の２日間開催

テーマ等については次回に決定

５．生涯教育推進委員会報告

申請123件通過

６．近医連定時委員総会（５月24日）第４

分科会「生涯教育」の報告

－１６－

Ｘ・平成４年度第３回医学会運営委員会

平成４年６月22日

１．８月度学術講演会開催計画の件

２．平成４年度大阪府医師会医学会総会

（Ｈ4.11/15）の件

例年終了時刻が遅くなるので、今年度は

特別講演を１題（昨年までは２題）とし、

候補に大阪市大奥田教授

第24回医療近代化シンポジウム

主題｢ウィルス疾患の研究の進歩と臨床」

①Ｂ型及びＣ型肝炎

講師林紀夫

②ＡＩＤＳ

講師栗村敬

③成人性Ｔ細胞白血病

講師高月満

④ヘルペス6型ウィルスと突発性発疹

講師山西弘一

３．平成４年度セミナー形式による研修

会（Ｈ5.2/6.7）の件

主題案として、１．血液疾患２．救

急が提案され今後検討した上で決定

４．地域における病院実習のアンケートの件

５．府医医学会総会の一般演題（パネル展

示）の募集の件

今年度は単科医会コーナーを設ける予定

申込締切は９月19日

６．生涯教育推進委員会報告

申請108件通過
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¥蕊、陸懸蕊議掌

Ｉ・整形外科疾患の新しい画像診断法から

大阪医科大学整形外科教授小野村敏信

１）はじめに

Ｘ線を用いる方法が骨関節疾患のほとんど

唯一の画像診断法であった時代はそれほど古

い昔ではないが、最近では整形外科領域にお

いても極めて多くの画像診断法が利用できる

ようになった。例えば脊椎疾患の診断にして

も単純Ｘ線に始まり、断層撮影、ＣＴ、ミエ

ロ（＋ＣＴ)、ディスコ（＋ＣＴ)、ＭＲ（＋

enhanced)、ScintigraphX超音波診断、

Thermography，骨塩定赴法その他十指に余

る画像を見ることができる。いずれの画像も

それぞれ異なった情報を提供してくれるので

役に立つとは言うものの、はっきりとした目

的なく画像の数のみ増えることは患者に与え

る肉体的・時間的侵襲のみならず医療経済的

な侵襲も増えることとなり、戒めなければな

らないことであろう。

ここでは画像診断を行ううえでの基本的な

問題点をのべるとともに、我々が現在試みて

いる新しい画像診断法の幾つかを紹介したい。

２）画像とその分解能

新しい画像をみるときには、それぞれの画

像が独自の分解能をもっていることを、まず

理解しておかなければならない。分解能とは

言葉を換えれば画像の表現力ということであ

るが、これは更に空間分解能と組織分解能の

二つに大別できる。

空間分解能とは画像の辺縁のシャープさと

いうことであり、組織分解能とは異なった組

織の性状をいかにはっきりと見分けるかとい

うことである。たとえばＸ線は骨に関しては
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極めてすぐれた空間分解能をもち、また軟部

と骨との組織分解能にも優れているというこ

とが出来る。しかし軟部組織間たとえば筋肉

と脂肪の識別はほとんど出来ないといってよ

い。これに反してＭＲ画像は化学的な性状の

差を極めて鋭敏に描出することから、組織分

解能についてははるかに優れているといえる。

その他、骨塩定量法（ＢＭＡ）は骨鎚の数的

表示に優れ、Thermographyは温度の差異を

描出できるなどの特徴がある。

３）画像の読み方の習熟

以上の点をよく心得て、それぞれの画像の

特徴に慣れることがまず大切である。たとえ

ば股間節の疾患のＸ線像と超音波像とについ

て骨の像の優劣を比較することは無意味であ

り、後者については関節包の腫脹や関節液の

貯留の有無をみるのが目的である。脊椎矢状

断のＭＲでは脊椎のみならず椎間板、脂肪、

筋肉の状態がよく観察できるのが大きな利点

であり、嘗ての脊髄造影との対比のみに終わ

らないように注意が必要である。新しい画像

診断法にはまだアーチファクトも多く、画像

所見の意味が明らかではない部分も残されて

いるが、先ず見慣れることが大切と思われる。

４）静止像の観察と動態の観察

造影剤を使った透視観察では、たとえば硬

膜の圧迫部位や関節腔の異常部位が体位や肢

位を変えることにより著明に変化することが

稀ではなく、これらは症状発症の原因を探り、

治療法の選択や手術侵襲の高位を決定するの



に役立つ所見であった。ＭＲはＸ線のような

透視観察ができず、また時間的あるいは経済

的な制約もあって肢位・体位を変えて撮像す

ることは難しいのが実情である。従って特殊

な体位における一枚の画像から判断せざるを

えないことが少なくないが、これは診断の上

でリスクの大きいことは前に述べた通りであ

る。運動器疾患の診断は動的な条件のもとで

行うのが望ましいことを今一度強調しておき

たい。

５）新しい画像診断とその応用

超音波診断法（Ultrasonography）

整形外科領域の超音波診断は他科に比べて

遅れていたが、最近になって次第に種々の疾

患に用いられるようになった。この方法はＸ

線に比してnon-invasiveなこと、軟部の識

別できること、動かしながら任意の断面をreal

timeに観察できることなどの数々の勝れた特

徴を持っている。現在よく用いられるのは先

天性股関節脱臼、肩鍵板損傷、筋・腿・靭帯

などの軟部損傷、軟部腫揚、脊椎の術中診断

などである。比較的簡単な装置と操作で繰り

返し観察できることから、触診の延長として

今後は外来診察の場で広く用いられるように

なると思われる。

脊髄内視鏡（Spinoscopy）

直径約1.5,,1800画素のflexiblefibe応cope

を開発し、腰椎穿刺により硬膜腔内に導入し

たのち、大後頭孔までの任意の高さまで上行

させて硬膜腔内・脊髄を観察している。器具

にはまだまだ改良を要する点は多いが、近い

将来は例えばこれにレーザーを組み合わせて

硬膜内腫揚を手術せずに切除することも夢で

はないと思われる。

レーザー関節鏡（Lasel-arthroscope）

グラスファイバーの関節鏡にレーザーを組

み合わせて、関節内の観察と処置を行う試み

をしている。関節内の滑膜壁の切除、半月の

切除などは極めて小さい侵襲で行うことがで

きる。

ＣＡＤ－ＣＡＭ

ＣｏｍｐｕｔｅｒＡｉｄｅｄＤｅｓｉｇｎ（CAD)、Comput-

erAidedManufacturing（CAM）はコン

ピューターを用いた設計･生産システムのこ

とで、産業界ではすでに広く用いられている。

整形外科の領域ではＣＴ画像をフロッピーディ

スクに記憶させたのち、テレビ画面に三次元

画像として表示させることができる。またこ

れをもとにmillingmachineを用いて、目的

とする組織のシュミレーションモデルを作製

することが可能である。臨床的には複雑な骨

の変形の把握、骨切りなどの手術のシュミレー

ション、形態異常についての治療成績や経過

の観察に利用できる。

６）画像診断をどこまで行うか

新しい画像診断法の開発によって臨床医学

には大きな進歩がもたらされたが、画像の増

えたことが日常臨床の上に新しい問題を提起

していることも妓初に述べたとおりである。

臨床検査を行うにあったては、その検査に

よって得られる医療上のメリットとその検査

の持つ侵襲性とを常に勘案しなければならな

いが、これは画像診断においても同じである。

検査には常に、‘患者に与える肉体的な侵襲、

時間的な侵襲、経済的な侵襲を伴っており、

また検査が増えることは医療労務が増えるこ

とにもつながり、また究極的には医療経済に

もつながる問題を内蔵している。的確な診断

と適正な治療を行うために、どのような順序

でどの検査を行うかを一人一人の患者につい

て丁寧に判断する必要がある。

７）おわりに

以上、運動器疾患の新しい画像診断法の幾

つかを紹介し、画像診断を進めるにあたって

の留意点について述べた。

－１８－
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(いろいろな装具とその使い分け）

大阪労災瓶|塊リハビリテーション診療科

部災川村・次郎

蕊肢装具に関して、妓近の私の興味の''1心

は義肢にあるが、人部分の先ﾉ|ﾐﾉjの１１常診療

には装呉の方が役に立つと思うので、今11は

いろいろな装具とその使い分け〃についてお

話をしたいと思う、典休的には、Ｉ－Ｉ常診療に

川いることの多い装具の''１から、先ﾉﾋ方にな

じみの深いものから、なじみの少ないものの

順にあげ、それらの装具の特徴、欠点、どん

な時に使うのかについてお話する、装具の撒

造や原理については今伽は触れないつもりで

ある。

Ａ･頚椎装具

１．ポリネック・カラー：尚のＩＩ１ＩりだけをI1lil

定する。首がちょっと痛い縄度の訴えに使

川する｡既製品が市販されている(図１(a))。

２．フィラデルフィア・カラー：下顎、胸部

までを含んで固定する◎頚の動きをもう少

し制限したい時に使川する。発砲プラスチ

ック製の既製品がある（ｌＸＩｌ（b))。

３．sＯＭＩ装具：胸郭部から後頭部、下顎

をしっかり固定するが、後部は柔らかいの

で渡ているときも使用可能だが、左右のIiM

定性はあまりない。頚椎術後などに使川◎

既製姉がある（図’（c))。

４．４本支柱頚椎装坤ねじ付きで、頚椎の

前後屈の角度や索引ﾉJの強さを調節できる。

噸届腕症候群、蝋椎症などの根症状のある

ときに使川するが、厳砿なl1Iil定には不ｌｒ１ｌき。

忠杵に合わせて製作されるが、採ノル)必要

はない（図１（d))。

５．モールド頚椎装具：あらゆる方向に厳砿

に問定できるが、採型が必要（図１（e)）
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よりl1IiI定力が強い（|叉1２（b))。

３．フレキション。ブレース：賊曲はできる

が、伸展は制限される。装藩感はあまりよ

くない（図２(c))。

4．フレーム腰椎装具（ショートバック・サ

ポート）：金属枠の全方向|州定の装具、術

後の厳砿な間定を要する時などに使用

（ｌｘＩ２(d))。

５．モールド腰椎装具：全力向間定(図2(e))。

(a)軟性コルセット (b)ナイト・ブレース
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図２．腰椎装具

蕊 §

Ｂ・胸椎装具

１．セルロイド製胸椎装呉：-牌は脊椎カリエ

スなどに使用していたが、現在はほとんど

使川されない。

２．枚性（ダーメソ）コルセット：腹圧を補

助して脊椎を支える。老人性''１背にもかな

りｲ丁効。既製品もあるが、わがＩＲＩでは採・､１．

によって製作されるのが･iWf池。

３．ジュエット・ブレース：胸惟の前川を防

ぐ|Ｉ的で使用され、脊椎LE迫骨折、老人性

円･ｉＩＩｆなどに用いられる。後屈や側ﾙ11は制限

しないので、脊椎カリエス、椎弓切除後の

間定などには不向き。採寸によって製作可能。

４．モールド胸椎装具：全力向に間定。脊椎

カリエス、脊髄損傷、椎'.｝切除後などに使

川。採ﾉ'11が必要。

５．フレーム胸椎装具：全方向の強lIIilな固定

が可能。脊椎カリエス、脊髄仙傷、椎弓切

除後などに使用。通気性がよい。通常は採

咽によって製作されるが、採寸のみでも可能。

Ｃ・腰椎装具

１．１吹性コルセット：腰部のちょっとした痛

みに使川（図２(a))。

２．ナイト装具：前が軟性、後ろが硬い金属

で作られ、後屈しにくく、’欣性コルセット

鰯
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Ｄ・側蛮装具

１．ミルウォーキー・ブレース：岐初は側湾

症の術後固定用装具として作られたが、そ

の後は保存的治療に主として使用されるよ

うになった。骨盤などの要点をしっかりと

固定することが特徴。長期間の24時間装着

が原則で、効果も立証されているが、外見

の問題、日常生活の不自由、思春期の患者

への精神的な影響、下顎変形を発生しやす

いなどの問題があり、高位胸椎以外の側湾

にはしだいに使用されなくなってきている。

２．ボストン・ブレース：ボストソのハーバ

ード大で作られた。下顎の固定がなく、ミ

ルウォーキー・ブレースより短いが、第１１

胸椎以下の側湾には有効。

３．ＯＭＣブレース：大阪医大の小野村・遠

藤両氏により作られた。ボストソ・ブレー

スより上部の下部胸椎の側湾にも使用でき

る。長期使用結果も良好。

４．モールド・ブレース：あらゆる方向に固

定。側湾症の術後に使用。

５．カラビス（ドイツ人名）：紐で三点支持

するもの。簡単でよいが、有効性には疑問

がある。

Ｅ・肩関節装具

１．肩吊りバンド：肩関節脱臼、脳卒中の片

麻蝉などに使用されるが、有効性は疑問。

２．ゼロポジション装具：肩関節脱臼、肩板

損傷などの術後の良肢位保持に使用。効果

的だが、外見が大袈裟で、日常生活が制限

される欠点がある。

３．ＢＦＯ：高位頚随損傷で、肩・肘の自動

運動ができない患者の車椅子に取りつけ、

わずかな残存筋力で食事動作などを可能に

する。

Ｆ・肘装具

１．ターンバックル肘装具：肘関節拘縮に使用。

Ｇ・手指装具

１．カックアップ・スプリント：キーソベッ

ク、リウマチなどで手関節固定を要する場

合に使用。ＭＰ関節の可動性を制限しない

－２１－

注意が必要。

２．パンケーキ（サンドイッチ）・スプリン

ト：指尖まであり、指を伸展位に保持する

目的で使用し、夜間治療専用。

３．ダイナミック・スプリント：指の拘縮の

矯正を目的とするもので、１日に何時間か

の装着で、関節可動域の増大をはかる。

４．把持装具（フレキサーヒンジ・スプリン

ト）：頚随損傷患者の日常生活用。手関節

の背屈運動で指を屈曲し、物をつかむこと

ができる。

５．自助具：日常生活の自立を少しでも助け

る目的で使用する、非常に簡単なスプリソ

ト、スプーンやフォークなどを差し込んで

使用する。

Ｈ・下肢装具

岐近は下肢装具でも、屋内・屋外の両方で

使用でき、外見がよく、軽くて、適合感も

よいプラスチック製が多く処方されるよう

になり、金属支柱装具は強度・耐久性がと

くに要求される場合や、変形の矯正の進行

に応じて関節角度の変更が必要な場合など

の限られた症例に使用されるようになって

いる。

１．長下肢装具（ＬＬＢ）：脊椎損傷、筋ジ

ストロフィ－、脳卒中などの膝折れのため

立てない人に使用。金属支柱長下肢装具は

強固な固定と耐久性が要求されるときに、

プラスチック製は軽いので、筋ジストロフ

ィ－、脳卒中などの体力の低い人に適する

（図３）。

２．短下肢装具（ＳＬＢ）

ａ・金属支柱短下肢装具：元気で活発なた

め、プラスチック装具をすぐに壊してし

まう人に使用。

ｂ・プラスチック短下肢装具（Ｍ－ＡＦＯ）

：主として脳卒中患者の日常生活に使用

するが、大阪労災病院では座性の程度に

応じて３種のタイプを使い分けている

（図４）

ｃ，ＰＴＢ装具：下腿下部骨折の免荷など
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(a)スパイラル型（b)フレシキブル型（c)リジッド型

参
図３．プラスチック長

下肢装具

に使用。膝蓋腫で体重を支える。

１．先天股脱装具

診断の時期によって使い分ける。

１．フオンローゼン・スプリント：生後数日

以内に使用、既製品あり。

２．パブリック・バンド（リーメンピューゲ

ル）：生後数週間以内に使用。

３．ロレンツ装具：生後３カ月以後の患者の、

整復後の外転位保持に使用。

４．バチエラー装具：生後３カ月以後の患者

の、整復後の内施・外転位保持。

Ｊ，ペルテス病装具

１．スナイダー・スプリング：忠肢を吊って

免荷し、両松葉杖が必要。両側例には使

用できない。

２．トライラテラル装具：片側例の患者が、

内施・外転位で松葉杖を使わずに歩行可能

である。

３．トロント装具：両側例の場合、両股関節

を内施・外転位に保持し、その位置で歩行

できる。

Ｋ・膝装具

１．サポーター：ちょっと痛いとき。

－２２－

図４．プラスチック短下肢装具

２．継手つきサポーター：変形性膝関節症な

どで、痛承の軽減を目的に、日常生活への

支障が少ない。既製品あり、安価。

３．デュークシンプソン・バンド：元来は紳

創膏固定の手技であったものを、装具にし

たもの。膝蓋・大腿間の変形性膝関節症、

膝蓋骨脱臼に使用。日常生活への支障が少

ないので、老人などの受け入れがよいが、

実際の効果は疑問。

４．軟性膝装具：軟性コルセットを膝に応用

したもの。既製品があり、適合感もよいの

で、一時的な使用には利用価値大。ただし

膝の屈曲はできない。

５．金属支柱膝装具：より厳重で、長期的な

固定を要するときに使用。歩行時にはロッ

クして膝を曲げないで使用するのが普通。

膝の屈曲を許して歩かせようとするとずり

落ちたり、回旋を生じて、脚に合わなくなる。

６．レノックスヒル・ブレース：スポーツ外

傷などによる前十字靭帯損傷などの保存的

治療。術後固定、スポーツ時の予防に使用。

採型後に陰性モデルをアメリカの専門会社

に送って製作してもらうことになる。

7．ターンバックル膝装具：膝屈曲拘縮時の

伸展用・症例を選べばかなり有効。



Ｌ・足底板

１．アーチサポート：扇平足、睡骨々折などに。

２．ＵＣＢＬインサート：カリフォルニア大

で開発。子供の扇平足に。

３．補高：脚長差のあるときに使用。靴内に

挿入できるのは約１cm位まで、それ以上に

高い補高は、靴から作らなければならない。

４．アウターウェッジ：変形性膝関節症とそ

の高位腰骨骨切術前のスクリーニングに。

Ｍ・靴

１．矯正靴：矯正可能な小児の足変形には用

いるが、成人には適さない。

２．盤形外科靴：足変形を矯正しないで、変

形したまま日常の歩行を快適にするための靴。

Ｎ、機能的骨折装具

骨折を手術もせず、ギプスも巻かないで治

療する装具。骨折部の軟部組織を包みこん

で屈曲と短縮を防ぐが、継手は固定せず、

どんどん歩かせて治療する。

Ｏ、最近の進歩

１．新素材：チタン、形状記憶合金など。

２．機能的電気刺激：脊髄損傷、脳卒中など

による麻蝉肢の運動を電気刺激によって回

復させる新しい技術。刺激の方法として、

皮腐の表面から、体内に電極を挿入、刺激

装置の体内埋め込みなどがある。

３．義肢の感覚フィードバックシステム：感

覚のある義肢を実現。

４．動力義足・義手：現時点では重く、細か

い動作ができず、あまり実用的でないが、

欧米では研究が続けられている。

５．永久接着義肢：切断部位（骨）に直接パ

イプをつないで、ソケットを不要にした義肢。

Ｐ・装具の特徴と弱点

特徴

手軽である

日常生活の続行可能

長期使用が可能

必要なときのみ装着できる

弱点

効果は不確実で、長時間を要す

－２３－

美観を損ねる

日常生活を制限する

長い製作日数を要し、高価である

患者が勝手に外してしまう

Ｑ･装具と他の治療法との比較

手術創

費 用

日常生活制限

製作期間

効果迄の期間

治療効果

装具

なし

やや高い

軽い

長い

長い

不確実

ギプス

なし

安し、

強い

すぐ

長い

中間

手術

あり

高い

なし

すぐ

確 実

Ｒ・どんなとき装具を処方？

１．中期（月単位）以上の装着が予想される

場合

２．現在の日常生活をなんとか続けたい場合

Ｓ・装具の適応とならないもの

１．即時に治療を始めたいとき

２．短期間の治療でよいとき

３．絶対的な免荷・安静を要するとき

Ｔ・参考図書・文献

１．加倉井周一、初山泰弘：装具治療マニュ

アル。医歯薬出版、198Ｊ

各種の疾患に適した装具を選択するための

マニュアル。

２．RedfordJB（ed):OrthoticsEtcetra、

３ｒｄｅｄ、Willａｍｓ＆Willkins，Baltimore，

１９８６．

装具の百科辞典

３．ＲｏｓｅＧＫ:Orthotics・Principlesand

Practice・WilliamHeinemann，London，

1986．

装具の原理を学びたい人に

４．川村義肢株式会社カタログ1989。

美しいカラーで、装着状態の装具を見るこ

とができ、装具の百科辞典としても使える。

５．ＳｈｕｒＴＤＧ，ＣｏｏｋＴＭ（eds):Pmsthetics

＆Orthotics・AppletonNorwalk，1990．

義肢装具の最近の傾向がわかる。

６．加倉井周一編（日本義肢装具学会監修）

：装具学第２版。医歯薬出版、1990．

義肢装具士の国家試験用教科書。



幸
昼
目 啓大阪医科大学整形外科学教室瀬本

超音波診断法は体内の１つの断面について

超音波の反射をとらえて画像を形成する診断

法であり、検査に当たっては常に検査部位の

断面を念頭に置くことが肝要である。例えば

肩関節にプローブをあてると、超音波は骨組

織の表面で反射され、それより深い部位へは

超音波がほとんど到達せず、音の陰すなわち

音響陰影（acousticshadow）となるため、

映しだされる画像は常に皮膚から骨の表層ま

でであることをイメージして検査を行う必要

がある（図１）。筋膜と関節包はやや強く、

筋肉は中等度の、膝や神経、血管は弱いエコー

を生じるが、軟骨や関節液は原則としてエコー

を生じない。これらの基本的事項を十分理解

すれば、超音波画像の読影はさほど困難では

ない。

＜はじめに＞

日常の外来診療における画像診断は、まず

Ｘ線から始まるといっても過言ではない。触

診や視診により骨関節の疾患や骨傷でないこ

とがほぼ診断できた場合でも、“念の為”Ｘ

線の撮られることが少なくないと考えられる。

しかし、整形外科領域には軟部組織の疾患や

外傷も多く、これらの診断にはＸ線画像の描

出力は極めて不十分であり、これに代わるも

のとして、あるいはこれを補うものとして造

影検査や軟部撮影、ＭＲＩ等様々な検査法が

施行されている。しかしこれらの検査はいず

れも日常の外来診療時に手軽に行えるもので

はなかった。

これに代わる方法として、整形外科領域に

おいても超音波検査法が新たに脚光を浴びて

きている。肩関節や乳幼児の股関節を始めと

して、軟部組織の損傷や腫揚などの領域では、

すでに日常の外来診療に使用されている。こ

こでは超音波診断に必要な基礎的事項と検査

の実際、および代表的な症例を紹介し、関節

や軟部組織の疾患や外傷に対する超音波診断

法の有用性について述べる。

Ⅲ整形外科領域における超音波診断法

害窪三へ

膝可
，′Ｉノ

＜超音波断層診断装置＞

整形外科領域での検査対象は、主として体

表近くに存在する軟部組織であるので、使用

するプローブは7.5皿-1zないし10Ⅲ征Izノプロー

ブの使用が薦められる。周波数のほかに、プ

ローブの形状にもいくつか異なった種類があ

るが、整形外科領域では角度を計測したり距

離や面積を計測することも多いので、直線状

のリニアー型がもっとも適切である。

図１．

く超音波診断法の長所と短所＞

長所としては

１）ＣＴを含めたＸ線やＭＲＩと比べて人体、

特に生殖腺への影響がない。

２）検査は姪痛や危険性を伴わないため、繰＜超音波像の読影に必要な基本的事項＞

－２４－



り返し行う'11:ができる。

3）外来において．F梶にしかもリアルタイム

に検森が行える。

4）動態,検査が行える。

5）カラードップラーを使用すれば血流の計

測が可能である。

６）術中検査も行えるなどである。

<主な疾患と正常例の超音波画像＞

図２～似1７

肩関節(正常）

Ｉ

又昼弓今司 一
Ｉ

図３．右肩関節インピンジメント症候群

外転時肩峰下に大結節部がすべりこま
ずインピンジメントされている

＝茨

『

また短所としては

１）Ｘ線やＭＲＩと比べて両像として分解能

が劣る。

２）‘倹査や読影に経験を要する。

３）機器がややI制IIiであるなどがあげられる。

図２．ＲＣ ：腰板

－２５－
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筋 断 裂

筋断裂

声一

Ｉ

正常(左）

近
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遠
位

一

Ｇ:Gastrocnemius

S:Ｓｏｌｅｕｓ

筋断裂(右）

Ｐ

図４．柔道の練習中に受傷

緋腹筋の断裂がはっきりと識別できる
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３１才男右足ガンゲリオン

他医にて通風と診断さ
れザイロソックを内服
していた例
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図６．打撲(下腿前面の筋膜下血腫）

血腫は低エコーに描出される

超音波検査は打撲の程度や部位を
確認することが可能で、経時的な
推移も観察できる

ー一ず■■

図 ７．神経鞘腫

皮下の軟部腫傷に対して、超音波検査は大変
有用である。腫傷の形状や内部の性状は腫癌
によって様々である。また経過を観察するに
も有用である。

以上の疾忠以外にも、膝の脱臼や断裂、靭

帯換傷、乎根杵症候群をはじめとする絞犯症

候群、|雌Wi炎、竹端症、リウマチをはじめと

する炎症性疾患、化膿性関節炎蝶、外来I診療

時に超音波倹厳をiIIIi像診断のfirstchoiceと

して行うことが診断の大きな助けとなる疾患

は数多くある。

＜おわりに＞

現在のところ超音波画像は１枚の静止像と

してみればやや不鮮明である感は免れない。

しかし実際には患部を極々の角度から、また

筋肉や関節を動かしながら観察するものであ

り、これによって診断に役立つ多くの所見が

得られる。今後超音波診断法は、Ｘ線やＭＲ

Ｉに変わるものとしてではなく、それらとは

質の異なる検在法として、手梶に用いること

のできる診断法として発展して行くものと考

える。

＜文献＞

１）1-1本超.i‘f波医学会編：超音波診断。医学

蘭:院P2-P28

２）瀬水嵩啓ほか：乳幼児股関節に対する超

音波断瞬診断法、別冊整形外科NQ13

P327-P3311988年

３）瀬本撚稗・小野村敏信：関節の超貯波診

断法、関節外科Vol､１０No.9,1991

４）小野村敏｛I.;・瀬本喜啓：超貯波の蝶形外

科応川その経緯と特性、骨・関節・靭帯

第５巻４号P413-P4191992年
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Ⅳ第２回大阪整形外科症例検討会の報告

理事坂本徳成

平成３年８月、第１回大阪整形外科症例検討会が、国立大阪病院整形外科部長広島和夫先生

の下で開催され、今回、第２回同検討会が北野病院整形外科部長梁瀬義章先生の下で開催され

ましたので下記にご報告致します。

前回に比べ参加者も増え熱心な討論が交わされ、日整会認定医教育研修講演も行われ盛会の

うちに終了致しました。

第３回は平成４年８月８日、参天製薬（株）セソチュリーホールで開催、日整会教育研修講

演には、西崎淳一先生（滋賀医大）が決っております。

第２回大阪整形外科症例検討会

第１部：

司会久志本弘（大阪整肢学院）

１．

大阪逓信病院中村宣雄、藤田悟

渋谷高明、大津傑

［症例］０歳、女性。（主訴）ＣＤＨ。Ｈ2.1.18出生、満期安産、24109Ｈ２．４３か

月検診にて右先天性股関節脱臼（CDＨ）を指摘される。Ｈ2.6当科初診、右CDHと診断、

リーメンピューゲル（Ｒ､Ｂ､）にて治療開始。Ｈ3.1Ｒ,Ｂ,除去、右股安定。Ｈ3.8ＭＲＩ

にて骨頭の壊死を確認。Ｈ3.12現在右股ROM正常。両下肢長左右差なし。大腿雛壁対称

的。破行なし。

＊今回の治療での問題点。

＊CDHPerthesの予防法。

＊今後の治療方針。

２．

北野病院石田文明、梁瀬義章

石井正治、堀口誠

栗原康雄、岡貴史

［症例］６２歳、女性。（主訴）左下肢痛。Ｓ57.1.8左股関節痛で当科初診、Ｓ59.10.2

THR（Charnleyextrasmall）施行。その後左股関節痛はなく、腰痛（L4分離造り症）で外

来通院。Ｈ4.1.4急に左大腿部痛を来し、立位をとれなくなったため、当科へ。現在、

左大腿骨骨幹部骨折（stemの先端部)。Ｘ線にてstem周囲に骨融解像を認める。合併症：糖尿

病、高血圧、アテトーゼ。

＊59年術前X-Pでの診断。

＊術後経過中のＸ線所見の問題点。

＊治療法について

－２８－



３．Atypicalな経過を辿った変股症（？）

国立大阪病院山崎聡、大園健二

庚島和夫

［症例］誘因なく除々に出現した股関節部痛と鼠躍部の腫傷。他医で股関節裂隙狭小化指

摘され、ｂｕ】nsographyから巨大な腸腰筋部のbursaを証明。当科での生検時にはbursaは消失

し、股関節関節軟骨の変性と滑膜炎が見られた。感染性所見はなかった。１年の経過観察

中に急速に軟骨破壊は進行し、ＣＲＰも陽性となる。再度の股関節生検では、滑膜炎は軽微

で、大腿骨頭は通常の変股症性変化以外何も見られなかった。滑膜組織の最近検査、病理組

織検査でも異常を認めなかった。

＊診断は？

第２部：

司会坂本徳成（大阪臨床整形外科医会）

４．

住友病院津田隆之、西塔進

中嶋洋、勝部博之

李勝博

［症例］５１歳、女性。（主訴）左股関節痛。CDH歴あるも放置されていた。１９歳時両

側Schantz骨切り術を受けた。術後両股関節痛除々に増強し、３８歳時両側人工股関節全置換

術（Kyoceraprototypeセメソト固定）を受けた｡術後鱈痛消失し一本杖歩行となっていた

一年半前から左股関節部痛出現し除々に増強した。現在、両側トレソデレンブルグ徴候著

明、左股関節可動域屈曲70.、伸展０。、外転30.、内転15。回旋時嬉痛著明。股関節

周囲筋力：２，日整会評価点：５３点

レソトケソ像：Cup両側性にuppermigrationしclearzone著明。両側大転子non-union

左臼底部の非薄化、骨折像。

＊このようなbonestockのない症例にたし､するRevisionは、どういう方法が最適か。

５．

住友病院津田隆之、西塔進

中嶋洋、勝部博之

李勝博

［症例］４２歳、男性。（主訴）両股関節痛。Ｈ1.1から誘因なく歩行時左股関節痛が出現。

Ｈ2.7から左股関節痛増強し、松葉杖歩行となる。レソトケソ像にて関節裂隙狭小化を認

め、同年10月左股関節滑膜切除施行。術後左股関節痛消失し、レントゲン像でも関節裂隙は

保たれている。

Ｈ3.1から右股関節痛が除々に増強。１０月には癌痛増強し、松葉杖歩行となった。レソ

トゲソ像にて関節裂消失を認めた。Ｈ3.11.20右人工股関節全置換術施行した。経過中、

股関節症状悪化とともに、両下腿の皮疹、潰傷化を認めた。術後この皮疹は一時的に軽快し

た。股関節以外の関節には、炎症所見を認めない。術中所見：両股関節ともに赤紫色の滑膜

増生を著明に認め、一部はパソヌス状に軟骨、骨内へ侵入していた。

検査成績：ＲＢＣ４７２万､ＷＢＣ8200．ｐｌａｔ３５､5万､肝機能正常､腎機能正常､ＴＰ６．８Ａｌｂ

－２９－



54.4％､r-glob23,7％､IgG2150､IgA299､IgE117､ＥＳＲ７/8,ＣＲＰ1.42､ＲＡ(-)､ＲＡＨＡ(-)、

抗核抗体(－)､ＤＮＡtest(-)､ツ反陽性、関節液培養(－)。

＊seronegativeRAとの診断でよいか。

＊下腿皮膚炎をどう考えるか。

６．手術直後（まだ全身麻酔中）に生じた原因不明のショック。

坂本整形外科病院坂本博志

［症例］２０歳、男性。機械のギアにはさまれ左全指切断、大阪市内某国立病院より紹介。

まず、腰麻と腕神経叢麻酔にて腹部よりepigastricpedicleによるII-IV指の形成。３週間

後、同麻酔で切離術。１か月後、母指（欠損）に対してtoe-to-finngertransplantationを行っ

た。術中何らの変化なく手術は普通通り終わったが、皮膚縫合直後、手指のチアノーゼに気

付き、体全体のチアノーゼさらに眼隙edema，心停止をおこす。イノバソ、ボスミソ輸血（原

因がわからないので、出血はあまりしていなかったが､）等で、なんとか危機を脱出するも今

だ原因がわからない。

一応、手術は普通通りで手の機能もよい。

＊ショックの原因

３回の手術のうち２回までは腰麻と伝達麻酔◎３回目は全身麻酔。３回ともfullstomacla

元来、大食家でたっぷり食事をとっていた（術前、注意しているにもかかわらず)。

術後、マーケソ・チューブを入れ約4000“胃物を採取。手術時間が１回、２回目は１時間

以内。３回目は約２時間半。血管縫合後血流再開時へバリソ１本を静注している。

第３部：

司会庚島和夫（国立大阪病院）

７．

北野病院石田文明、梁瀬義章

石井正治、堀口誠

栗原康雄、岡貴史

［症例］２歳、男児。（手訴）左内反膝。生後２か月百日咳で約２週間小児科入院。退院

した日の夜（90.4.25）より、オムツの交換時に左下肢を持つとよく泣いたとのことである。

４月29日発熱あり再度小児科入院、５月２日膝関節の腫脹認めたため当科へ転科。同日よ

り関節内持続潅流施行（２週間)。５月29日退院、その後左膝に内反変形を来したため、１１

月上旬より矯正装具装置し現在に至る。

現在、ＦＴＡは172.位に保たれているが、Ｘ線では腔骨近位骨端線に変形を認める。

＊装具のみでよいか、手術的治療を選択するとすればその時期、およびその術式は？

８．思春期前に手術治療を受けたBIount病（infantiIetype）の１例。

国立大阪病院水島真澄、贋島和夫

北野病院梁瀬義章

［症例］幼児期にBlount病と診断され経過観察されていたが、２歳時に概ね問題はないと

言われその後受疹せず。１２歳で内反膝および下腿内捻を主訴として受診。MRIで成長軟

骨帯に異常が明確に掴め、Blount病の診断の一助として有効であった。一側にのみ頚骨矯正
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骨切り術を施行した。

＊infantileBount病の年長者における診断法について一側の矯正骨切り術だけでよいか？

（反対側にも高度の下腿内捻がみられる｡）

９．骨シンチにて異常所見を呈した下腿腫癌の１例。

済生会泉尾病院細井波留夫、久保雅敬

城戸剛

［症例］４４歳、男性。（主訴）左下腿部腫痛。Ｈ３．６始めより、左下腿部の腫痛に気付き、

6.25本院受診。精査目的にて入院となる。自発痛、夜間痛はなかった。７．８入院、enhanced

CT，MRIにて筋肉内に骨と接した鶏卵大の腫揚を認め、骨シソチグラフィーにて左下腿部全

体に点状にＲＩの集積を認めた。７．１５，８．２に２回の生検術を施行したが悪性所見認め蛍

fibroma,desmojdを疑い、９．２緋腹筋のmedialheadを含めて腫傷を全摘出した。ＯＰ後、

欠落症状は認めず、９．１５退院となった。

現在、術後４か月腫傷の再発はなく、欠落症もなかった。

＊組織診断？

＊骨シソチグラフィーにおける左下腿部全体に点状にRIの集積を認めた理由？

10．当日分

第４部：

教育研修講演（17:00～18:00）

司会梁瀬義章（北野病院）

「顔面のスポーツ外傷」大畠喪先生（東京慈恵会医科大学附属柏病院院長）

次回大阪整形外科症例検討会

日時：平成５年２月13日(土）１４：００～１８：００

場所：参 天 製 薬 ㈱ セ ン チ ュ リーホール

ＴＥＬＯ６(339)９６０１

教育研修講演（17:００～１８：００）

「子供の野球障害」

講師徳島大学整形外 科教授井形高明先生
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蕊蕊這鍾塞蕊

交通事故医療について

大阪府医師会理事・ＯＣＯＡ理事八幡雅志

平成３年12月に日本医師会労災・自賠責

委員会より答申が出されて以来、大阪では損

保協会、自算会と三者で、日医の示すガイド

ライン（労災保健に準拠）通りの自賠責保険

診療費算定基準の実施に向けて協議を進めて

おります。過失相殺の取扱、健保使用問題等、

周辺問題も残されておりますが、おおむね合

意しております。

以下は阻害の要因等について、お知らせい

たします。平成３年12月日本医師会労災・自

賠責委員会の答申の一部です。

１．自賠責保険診療費算定基準の実施を阻害

する要因について

平成元年６月28日付、日医発第221号通知

によって自賠責保険診療費算定基準（以下

『新基準』という）が示され、翌平成２年６

月、栃木県が他の都道府県に先駆けて新基準

による請求を実施した。以来、同年７月青森

県、１０月広島県、１１月徳島県、平成３年５月

宮城県、６月奈良県、７月秋田県、８月福島

県、平成４年６月宮崎県というように、除々

に実施する県が出てきてはいるが、その９件

という数は全体の２割に満たない。

本委員会は、新基準が示されて概に２年有

余が経過している現在、未だ８割強の都道府

県が新基準による請求について合意に達して

いない状況を問題点として指摘し、これら新

基準実施を阻害する要因を明らかにするとと

もに、その対策について検討を行った。

（１）都道府県三者協議会の自主性について

上記通知には、新基準の具体化に際しては
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各都道府県三者協議会において地域の実情を

踏まえ対応すべきとの指示が明らかにされて

おり、前期本委員会も、ここに「都道府県の

自主性が尊重されている」ことを答申の中で

積極的に評価した。

しかしながら地域の損保担当者は、その度

ごとに本部の意向を確認し、これに反すると

の理由で、地域独自の扱いについては協議の

対称にすることを回避しようとしている。こ

れでは、前記通知に示された「地域の自主性」

は反映される場所を失い、各都道府県の決定

権は事実上無いに等しくなってしまう。すな

わち、現実に各地域で協議に当たっている損

保担当者は、本問題に関する当事者としての

裁量権をほとんど持たない状況にある。

本来この新基準は、法律的な根拠に基づい

て設定されたものではなく、またその主旨は、

医師会ならびに各地域の三者協議会等を通じ

て自動車事故診療全般の円滑なる運用を期す

るというものであり、同時に、従来個々の医

療機関と損害保険会社との間で発生していた

トラブルを、各地域の三者協議会等を活用す

ることによってそこに吸収するシステムを構

築するものであったはずである。

この主旨に則るならば、そこに不可欠なの

は医師会（医療機関）と損保側とが密接に連

携することであり、被害者救済をその目的に

相互理解を深めることであろう｡新基準を浸

透させるに回ま、われわれ医師会側が「慣行

料金」を原則とする自賠責診療を取り巻く状

況の変化、社会的環境の変化を理解すること

も必要ではあろう。しかし、一方で強く求め

られるのは、従来の診療費体系を含む各地域



の実情を勘案した柔軟な対応、弾力性のある

運用であり、これに関する損保側の認識と理

解である。

例えば、新基準によって減収が明らかな入

院料等については、その具体的対策は地域の

実情に応じて当該地域の裁駄に委ねるべきで

あり、このことは当初本部で確認されたもの

だと理解している。

損保本部の規制を緩和させることが、新基

準へのスムーズな移行には不可欠であり、日

本医師会、自動車保険料率算定会、日本損害

保険協会は本部医療協議会においてこのこと

を確認し、速やかに各地域にその意向を伝え

る等の対応が必要であろう。

（２）過失相殺の取扱について

①過失相殺の運用

民法第709条及び第722条には、損害賠償に

おける過失相殺について規定されている。本

委員会は、自動車事故診療においてこの規定

が適用されること自体に異論を挟むものでな

く、問題とするのはその運用である。

現状では、障害事故に対する支払限度額120

万円を越えた場合、その総損害額に対して過

失割合をかけている。たとえば、総損害額300

万円の事故で被害者の過失割合が30％の場合、

210万円が被害者の受取金額(医療費を含む）

になり、そのうち120万円を自賠責で、残り

の90万円を任意保険で支払うことになる。

しかし、自賠責保険には、被害者保護を目

的に、概ね70％以上の過失が被害者に認めら

れる場合に限り、２０％の減額を行うという特

例的措置が適用されている。いわゆる「重過

失減額」がこれである。

この考え方に則るならば、上記の例の場合、

被害者の過失が30％であるため、自賠責保険

限度額の120万円には過失相殺はもちろんの

こと重過失減額も適用せず、残りの180万円

に対して過失割合を乗じるのが妥当なのでは

ないか。これを行えば126万円が任意保険か

ら支払われ、被害者の受取金額も246万円に

増額されることになる。

つまり、現行の総損害額に対して過失割合

をかける方法は、明らかに任意保険からの支

払いを抑制するものとなっていると同時に被

害者の受取金総額を押え込む結果を生んでい

るのである。

損保側は、本委員会の席上で、保険料率等

の算出に当たっても、総損害額に対して過失

割合をかける方法を前提に行っていることを

理由に、現在の過失相殺の方法を変更するこ

とは困難であるとの見解を示した。

しかしながら、これらは早急に行い得るも

のではないにしても、被害者保護の観点、重

過失減額の規定に則り、そのあり方について

自動車損害賠償責任保険審議会（自賠責審議

会）等で十分な検討が行われることが必要で

ある。

たとえば、自動車損害賠償保障法第１条に

は、同法の制定目的である被害者保護が謡わ

れているにもかかわらず、その運用に当たる

自動車損害賠償責任保険契約については、第

11条で「第３条の規定による保有者の損害賠

償の責任が発生した場合において、これによ

る保有者の損害及び運転者もその被害者に対

して損害賠償の責任を負うべきときのこれに

よる運転者の損害を保険会社がてん補するこ

とを約し…」と示されているに過ぎない。

つまり、ここに規定せれているのは、保有

者の損害賠償の責任が発生した場合の保有者

及び運転者の責任のみであり、被害者の立場

が考えられていない。これらも検討の対称と

なろう。

②過失相殺と健康保険の使用

本来、過失割合のかけ方が自動車事故診療

に直接影響することはないようにみえるが、

このような任意保険の非活用の方向は、なる

べく自賠責保険の限度額内で収めようという

考えから、健康保険使用の強要を呼び、適正

な保険運用を妨げる結果ともなりかねないの
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である。このことは、実際問題として、明ら

かに120万円の限度額内で収まると思われる

事例についても、あたかも過失相殺が適用さ

れるがごとき説明を行い、健康保険の使用を

迫る損保担当者を生んでいる。

しかし、全障害事故の80％が120万円の限

度額内で収まっている現状で、しかもノーロ

ス・ノープロフィットを原則とする自賠責保

険の中で、任意保険の非活用を目的として健

康保険を使用する必要は全くないのである。

損保側は、直ちにこのような誤った対応を

厳に慎むべきであり、やむを得ず健康保険に

よる診療を行った場合には、医療機関は当然

そのルールに則って療養担当規則の規定を越

えない範囲でこれに当たり、レセプトの写し

を損保会社に提供する義務等のないことを損

保側に強く認識させる必要がある。

また、医療機関側の健保使用に対応する手

段としては、自賠責保険と任意保険とのいわ

ゆる一括請求のみではなく、個別にこれを行

う方法も一考に値するのではないか。

（３）健康保険使用に関するルールの設定に

ついて

健康保険というのは、国民の相互扶助の精

神に基づいた医療給付であり、私傷病を治す

ための適正診療を目的としている。

これに対して、自賠責保険というのは文字

どおり加害者側に課せられた損害賠償責任を

保障するものであり、医療機関は善意の第三

者としてその一部を担当しているに過ぎない。

また、その診療に際して発生する費用の算定

方法については、関係法令は何らこれを示指

していない。

また、健康保険を使用した場合に、健康保

険法第67条、国民健康保険法第64条の規定に

基づき、保険者による第三者求償が確実に行

われているのかという問題がある。このこと

は、健康保険の財政から本来支払われるべき

ものではない第三者行為による事故（傷病）

に対しても支払われることになり、健康保険
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財政を守る観点からも容易には認めがたいも

のである。

このように、自動車事故診療に健康保険を

無理やり適用させることは、妥当性を欠くも

のといわざるをえない。

しかし一方で、被害者の損害が大きく、か

つ過失割合も高いような場合には、被害者の

利益、医療機関側の後の事務処理の煩雑さか

ら考えて健康保険を使用せざるをえないこと

がある。このような場合には、各地域におい

て自動車事故連絡票を十分に活用する方法を

決め、医療機関、損保会社間でその段階で確

認しうる客観的な情報を、正確かつ速やかに

交換する体制を確立することである。

この中には、過失割合を早い時期に明らか

にすることも当然含まれている。健康保険を

使用した場合、保険者がこれを求償するにし

ても、被害者の過失分は求償額からは除外さ

れ、結果的に健康保険財源から支出されるこ

とになる。また、本来第三者が決定すべき過

失割合を現実には支払者である個々の損保会

社が行っている。このことからも、損保側は

過失割合についてオフィシャルに明確にする

義務を負うものと考える。将来的には、これ

らを決定する第三者機構の設立がのぞましく、

さらにこのような機関を経由して請求・支払

がなされるような制度の確立がまたれるとこ

ろである。

しかしながら、これらの方法を論ずる以前

に理解しておかなくてはならないのは、損保

側も本部レベルで新基準による請求について

合意に達しているという事実である。

つまり、自動車事故傷害に対する医療であ

る以上、新基準による請求が基本になること

を損保側は既に確認しているはずであり、健

康保険による請求は例外的な取扱であるとい

うことを認識する必要があろう。

（４）レセプト様式の統一について

新基準の実施に伴い表面化したのは、レセ

プト様式の不備であった。



本委員会は、まず今後の課題となるであろ

う請求事務の簡素化を阻害しないためにも、

レセプト・コソピューターで十分対･応できる

ものであること、各医療機関が使い俄れてい

る労災の様式を参考にすること、技術料部分

（20％加算部分）と薬剤料等の部分を分けて

表示したうえで円表示の項目も区分すること、

入院、入院外を分けること（これにより自賠

責診療の統計的解析がより精密になることも

勘案して)、などを前提に独自の案を作成し

て、これが損保側が作成したレセプトと併せ

て採用されることとなった。

これらは、一定の試行期間を経た後に一本

化されることになっているが、その際は、実

際に使用している医療機関の声を公正に採用

したうえで、十分かつ客観的な検討を加える

ことが不可欠な条件となろう。

２．自賠責保険傷害事故限度額について

平成２年11月29日、自賠責審議会は、自賠

責保険の保険金額及び保険料率の改定等に関

する答申を示した。

その結果、死亡及び後遺障害１級の保険金

支払限度額はそれまでの2,500万円から3,000

万円に引き上げられ、保険料率は平均８％引

き下げられる等の措置がとられることになっ

た。

ここで問題となるのは、これらを実施する

直接的な要因となった１兆5,000億円弱に達

する自賠責保険の大幅な黒字収支と累積運用

益がありながら、何故今まで施策としてこれ

らが還元されなかったのかということもさる

ことながら、昭和53年以来、傷害に対する支

払限度額が10年以上も120万円に据え置かれ

る結果となったことである。

大蔵省事務当局は、その理由を120万円の

限度額内で収まっている事例が80％強でここ

数年安定的に推移しているデータを示しなが

ら説明しているが、問題となるのは、何故８０

％強で収まっているのかということである。

これには、昭和59年の同審議会答申で指摘

された「医療費支払の適正化」として、いわ

ゆる鞭打ち症の症状固定に関する過剰なまで

の推進、後遺傷害14級の非認定、阪療礎の値

切り、健康保険の強要という歪んだ形で実施

されている事実がその背景にある。

これらの実務的な検証なしに、８０％という

何ら根拠のない数字のみによって限度額が据

え置かれ、結果的に上記のような弊害の存在

が見落とされとことは残念でならない。真の

「適正化」が実施されるためにも、限度額120

万円の早期引き上げを強く望むものである。

３．今後の運営に望むもの

最後に。前期委員会答申でも指摘したこと

であるが、新基準実施及びその周辺問題の解

決には、医療側と支払い側である損保会社の

相互理解が不可欠である。

しかしながら、前期答申から２年を経過し

た現在、都道府県の三者協議会レベルでさえ、

相互理解が必ずしも確立されていないことは

遺憾であるといわざるをえない。

医療担当者、支払い者ともに、自賠責保険

の設置趣旨である被害者保護ならびに被害者

救済の精神に則り、自賠責医療の円滑なる運

営に向けて、積極的に協力していることを切

に望むものである。

－３５－



副会長に就任して

本年４〃より、大橋会長の御推挙によりま

して、刑会艮を務めさせていただくことにな

りました。’111本よろしく御支援下さいますよ

うお願い!|'し'2げます。

小ﾉﾋは、昭和59年より５年間、坂本徳成先

唯が会腿でおられた時期に副会長を務めさせ

ていただきました。そして昭和63年、ＪＣＯ

Ａ研修会が人阪主催で行われ、大成功裡に終

わった'１１:が大変印象に残っています。

その後、２年間、坂本先生がＪＣＯＡ理小

になられた御縁もございまして、ＪＣ○Ａ会

則燦検討委貝会、ＪＣＯＡ医療システム委員

会の委典として活躍して参りました。

本年４ｊ]の医療費改訂について検討します

と、蝶形外科領域では、手術料の点数は約５

剛アップされて、充分評価できますが、外来

は職ぱいかダウソ、入院は2.7％ぐらいアッ

プといわれています。今後、整形外科医が適

正な診療報iWllを得るためには○ＣＯＡ内にぜ

ひ検討委典会を作り、そこでの成果を府医、

ＪＣＯＡ，１１懐会、Ｈ賑にも反映させていく

必要があろうと思います。

又、１１盤会認定スポーツ医が盗絡継統する

－３６－
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制会良

熱

Ｉ

橘 一 二 良

ため、研修会開催は勿Ｉ論、突技単位を取得す

るための場を○Ｃ○Ａとしても職極的に作っ

ていく必要があると思います。

又、柔幣師等問題委典会等の設侭等々、今

後○ＣＯＡのrlIでやらねばならない聯は山秋

みしております。会典の侍様方には、稜極的

に委典会に参jIIしていただきます.)1:をお願い

しまして、私の挨拶とさせていただきます。

（平成４年７ｊｊ８Ｒ）



ＯＣＯＡ副会提の抱負

此度、大橋会長のもとで副会長をさせて頂

くこととなりました。いまだに会の機能、運

営も｜-分に理解し得たと!;,えない状態で、此

度、こうした蛍任のある役を引き受けるのは

心苦しい限りですが、会典梼様の御協ﾉJを得

てその責を全うしたいと思っております。

会員の一人一人は、それぞれ‘伽:菜I；であり、

もとより上ド関係はありません。また医師会、

'1整会、その他諸々の砺要な仕41:を併任され

ている先生ﾉも多く、非常にバラエティに樹

んだ会とも言えます。今までの会員の先生方

の努力で○Ｃ○Ａもここまで発展してきたこ

とを十分認識して微力ながらつくしたいと思っ

ていますのでよろしくお卿!いいたします。

剛会良堀水鯖

叩兼療法（Ⅲ）の施設ﾉI馴ｉｉについて

[問］理学療法（Ⅲ）の施設基準のう

ち従f者については、次に掲げる要件

をいずれも満たしていることとなって

いる。

イ．医師及び週２１１以上勤務する理学

療法．．kがそれぞれ１人以上勤務して

いる。

ロ．専従するＪ１畔擁法の経験を有する

従串:者がｌ人以ｋ勤務している。た

だし、イ．に掲げる理学療法士が専

従の場合にあっては、この限りでな

いｏ

このうち「イ．」の「週２ｐ以上勤

務…」の１１１，Ｉ１たり勤務時間について

は、何らかの定めがあるのか。

｢社会保険通報」平成4.9.5第538号より抜粋

［答］11-1,'Hたり勤務時間は、概ねｗｉ

核|矢療機関の標傍時間が目安とされるｃ

例えば標傍時間が１日５時間の|雁11に

あっては５時間、同じく３時間の雌'１

にあっては３時間が目安とされる。

－３７－
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平成３年度日本医師会医療政策会議報告書

診療報酬のあり方一中間報告を読んで

１．はじめに

本年四月に診療報酬改訂がなされたが、三

月中旬に日医より中間報告書が公表された。

その内容を読んでみると、何と驚くべきこと

に、今回の改訂の中に日医の政策会議の意向、

中でも政策誘導手段としての診療報酬の相当

部分に渡って盛りこまれていることは確実で

ある。いいかえれば、改訂に際し、日医と厚

生省との間で何回も議論を重ねられたそうで

あるが、政策会議の意向に沿って医療費全体

のパイの配分がなされたことは間違いない。

２．中間報告の要約

１）中長期の課題について

中長期の基本課題は、次の三分野にまとめ

られている点である。

第１に医師についてはﾞかかりつけ医"機

能と普及・向上させる診療報酬体系が求めら

れている。

第２に医療機関経営において急速に変わり

つつある費用構造に対応した支払方法が開発

されねばならない。

２）診療報酬を検討する際の前提

①各診療科別の不均衡

②診療所と病院の外来点数にかかわるバラ

ンス

③公的病院と私的病院における予算補助と

税制の問題

④薬価改定と診療報酬改訂を通じる医療費

のシフト

⑤点数表の性格（技術評価か配分か）

－３８－

副会長 橋二良

これら５つの矛盾は一部にいくらか改善の

方向が見られるとはいえ、今後の論議の背景

として常に意識されなければならないであろう。

３）医療を取りまく主要な環境の予測と診

療報酬にかかわる影響

①人口の高齢化

老人医療に要する医療費は全体の半分に近

づくであろう。新たに在宅（医療）主治医と

もいうべき役割を診療所医師が担うことも予

想される。

②社会の成熟

患者ニーズは疾病の治療してもらうタイプ

に代わり、医師のコンサルテーション（指導）

に対する要求が強まっていく。

③医療の高度化

高価な医療品と診療材料、診断治療器が出

現しつづけるであろう。

④医療機関の経営環境の変容

人手不足や廃棄物処理への対応、医療関連

ビジネスの利用等各側面で医療経営はこれま

でよりはるかに複雑化、専門化していかざる

をえない。

⑤生活の豊かさ志向

ソフトーハード両面でのアメニティの水準

に関する選択を行わなくてはならないであろう。

４）診療報酬制度のあり方の検討

①診療報酬の基本性格

②政策誘導手段としての診療報酬

わが国の診療報酬点数表は、政策誘導の最

も効果的な手段として用いられてきたといっ

て過言ではない。今回の改定でも、多数の例



を指適できる。たとえば、一般病院における

手術料・処置料、常勤医師数と入院時医学管

理料、看護の人員配置と看護料、および外来

の初診料と再診療、老人病院においては看護

・介護の実人員数と看護料、診療所に対する

特定疾患療養指導料、診療情報提供料および

ねたきり老人在宅総合診療料さらに老人保険

施設のデイケア施設療養費などをはじめ、枚

挙にいとまがないほどである。さらに、新し

い試みである訪問看護ステーションについて

も、点数表の持つ意味は大きい。

③診療報酬の性格のとらえ方

完全な自由価格は、わが国では取りうる選

択ではない。

以下主として医療政策的視点から診療報酬

にかかわる諸要素を洗い出し、具体的に検討

を加えていくことにしたい。

④入院通院在宅医療と診療報酬

入院通院在宅医療の診療形態に対応して診

療報酬の合理化を検討する必要がある。

一つの施設でこのすべての医療を行うこと

は排除する必要がある。

⑤機能特性と診療報酬

ｏ病院は入院医療を、診療所については通

院及び在宅医療を主な機能として存立でき

るような診療報酬体系にすることが望ましい。

ｏ診療報酬の設定は入院、通院、在宅医療

や高度、専門、特殊医療や長期療養、プラ

イマリ・ケアなどの医療機能の体系による

のが合理的である。

施設自らが医療機能の特性化を推進して

いくことが望ましい。

ｏ技術を適正に評価するには、いわゆるド

クターフィー（医療技術料）とホスピタル

フイ一（施設固定費）や薬剤、その他（医

療材料費）と明確に分離することによって

対応する必要がある。

従来のように、技術、施設、運営、医療

材料等の経費を混然とした診療報酬では、

低医療費政策の手段に利用されることになる。

ｏ国公立病院に対して公的財源が投入され

－３９－

ることは、国民に医療費の二重負担を強い

ることになっているといえる。

公私病院を区分して診療報酬制度を設け

るなどの工夫が必要。私的病院にはキャピ

タルフィー（資本費）に相当するものを考

慮すべきであろう。

ｏ都市部での開業では資本費にかかる負担

を軽減して開業できる方策を考える必要が

あろう。

ｏ中央の審議機関は診療報酬のあり方の原

則を決め、そのための財源の確保を協議す

ることとし、現実の診療報酬の配分は下部

機構に委ねるといったような組立を検討す

る必要があろう。

ｏ公的保険以外の報酬について

いわゆるアメニティ分野での多様なサー

ビス提供が行われる可能性がある。これら

のサービスの対価の取扱について、全く自

由とするかどうか慎重に検討しなければな

らない。

３．おわりに

当面の実践的課題

第１に、現行の診療報酬体系の組直しが挙

げられる。

甲表乙表を一本化の方向を促進するとと

もに病院用と診療所用とに、それぞれ複数

の点数表を用意して、任意選択方式を採用

することという方向を指向すべきであろう。

第２に挙げるのは自由料金制の導入である。

「社会保険財源からの支払い割合と、自

由料金の割合をペアにして、何種類もの自

由選択制の点数表を提示してはどうか」と

いったような論議をつめていく必要がある。

民間保険活用の当否なども検討しなけれ

ばならない。又、医療概念の拡大とともに

繰りこまれる年金や福祉の領域などからの

財源の調達という点も検討課題となろう。



温熱

50例

茂松整形外科茂松茂人

先'１，服部先/kより○ＣＯＡ会誌に投柵を

依蚊され簡噸にお引受けしましたが、いざl爪

碕川紙に向かいますとペソが走らず、しばら

く''１紙の状態でした。悩んでいるうちに開院

､'1初、物理療法機器に興味をもち、,幽箭さん

から簡単なアソケートを集め、、'11塊での物j'Ｍ

療法の治療体系を検討したことを思い川しま

した。ここではそのアソケートの結果と考案、

そして当院で人気のあるキセノソ光による温

熱治療器について報告することにしました。

［方法と対策］

私は、勤務医時代は手術に明け媒れること

が多く、物理療法器に目を向ける機会がなかっ

たことや、開院当初、物理療法帥がいなかっ

た為に、この治療器に頼らざるを得なかった

ことから、物理療法機器に興味を持ちました。

『どの疾,忠にどの治療器が適しているのか、

また満足感をいえるのか』を知るべく、ほと

んどすべての治療器を温熱γ低周波別に忠料

さんに使用していただき、満足度を中心に蚊

も治療効果の良かった治療器をアソケートで

選んでいただきました。

当院で用いている治療器は、温熱ではホッ

トパック、マイクロ、渦流浴、キセノソ光線

治療器γ低周波では表面電極法、トブラー、

Ｆ渉波であり、対称とした疾患は温熱では上

ド肢筋肉痛、肩関節周囲炎、筋々膜性腰捕症、

各樋関節拘縮など阻血状態を中心とした慢性

例の計50例でした。･低周波では椎間板症||似

捕症、根性ﾑ14骨神経痛、筋々 膜性腰州ｉｉ、ノIｉ

関節周囲炎、変形性膝関節症など急性、慢性

例を含めた計50例でした。

［結果］

治療器の中で満足度が最も向かったのは、

キセノン光78％

淵熱器ではキセノン光線治療器が78％であり、

次いでホットパックが10％、渦流浴が８％、

マイクロが４％の順でした（図１）。

図１．温熱、低周波治療器別
満足度による治療効果

ＩＬ
渦１
流
浴

、郡
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Ｆ

〃、

ツ

％

温熱、低周波治療器について

－キセノソ光線治療器を中心に－

表面屯極法82％

門
渉
波
観、

ト
プ
ラ

1ワ１２Ｘ

低周波

５０例



前後の近紫外線に含まれる波及'冊はタソパク、

>Wi，脂肪に吸収されるため、紐織の洲k化を

促すとげえられます。またマイク１．１波に比べ

勉波j之であり、生体内の金脇片にもさほど吸

収されず、金属片が高熱をⅡ｛す心lIIidがなく人

１１関節、プレート挿入後でも利川できる利点

があります。欠点としてはコストが尚く、光

線過敏症の患者さんには不適､''iであることぐ

らいで、今後普及してくる治療器ではないか

と縁えられます。

取りfWめのない報告になりましたが、蚊後

に○ＣＯＡの発展と先lIi諸先ﾉkﾉjの御活蹄、

御仙勝をお祈りし、今後ともよろしく御指導

をお願い申し上げます。

（キセノソ光線治療器は㈱I:1本医広製キセ

ノソ550（図２）を使用、低周波辿'屯は川い

ていません｡）

しかし前腕以遠の慢性；冬揃例では渦流浴の満

足度が向いようでした。

低周波治療器では炎1m''u械法が82％と満足

度が妓も高く、次いでトプラーが12％、｜董渉

波が６％と続いていました。

［考察］

温熱治療器の巾ではキセノソ光線治療器が

群を抜いて‘患稀の満足度が向く、体のどの部

位にも安定した結果が得られました。これは

キセノソ光が近赤外線による熱を持ち、透過

性に優れ、体内深部に迷するためと考えまし

た。また、手、前腕など組織1,tの少ない部位

では渦流浴も優れた成統をﾉJ〈しました。

低周波治療器では評判辿り、表面電極法が

82％と患者の満足度が向くキセノソ同様、体

のどの部位にも安定した結果を得ました。次

いでトプラーが柊捕の限局している肩や膝に

有効であり、「渉波は腰部に有効でした。

この試みは、疾患の砿症度や柊痛の程度、

治療器の体部への導r･のあてﾉ、治療時間、

評価方法などいろいろ問題を残していますが、

一応当院での温熱、低周波治療の治療,体系決

定の参考に行いました。

現在では、急性、‘慢性を問わずﾘ冬痛の強い

症例には表面電極法を''1心に、また慢性の阻

血などによる筋肉痛、関節痛にはキセノソ光

線治療器を中心に理学療法を行っています。

－キセノン光線治療器について－

レーザーは一本の細い戒進性の光に対し、

キセノン光は多数の岬線を持つ施進性の光で

あり、幅広い波長帯を称しています（260nｍ

～1100nｍ)。可視光線と呼ばれる波長帯のう

ち400～650nｍは、そのほとんどがメラニソ

や体表近くの血液rl'のヘモグロビソに吸収さ

れ血液の温度を上昇させると考えられます。

また700～950nｍの波長帯はこれ以下の波長

の光に比べ透過性にすぐれ、そのほとんどが

生体のより深部にまで到達、深部を加温、活

性化する働きがあると･勝えられます。950nｍ

以上の波長帯は水分によくl吸収され、260nｍ

１
１

図２．キセノン550(本体と導子）

（導子の黒色端子は低周波通電用）

－４１－
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義麦随蓋雲蕊霊

ロシア印象記

昨年の12月29日より今年の１月４日まで、

私に旧ソ連邦（現ロシア）を訪れる機会が与

えられました。日程を組んでいるときは予想

だにしなかったのですが、折しも、旧ソ連が

大きく生まれ変わろうとしていたときでした。

極寒の中、内心ハラハラする道中ではありま

したが、旧ソ連の崩壊の時期と重なり、歴史

の変動に立ち会った興奮と感動で、その印象

も私の心の中で忘れ難いものとなりました。

旧ソ連と言えば、今まで整形外科医にとっ

ては独自の創外固定器を生み出したＧ・Ａ・

イリザロフの母国として知るところでしたが、

この開かれざる大国も、近年のめまぐるしい

歴史的変貌で、すっかり我々の馴じみの国と

なりました。

ペレストロイカ、チェルノブイリ原発事故、

冷戦終結、ゴルバチョフ大統領の誕生、八月

革命（クーデター)、共産党解体、ソ連邦社

会主義共和国の崩壊－最も私にとって感慨深

かったのは、1991年12月25日の午後７時半過

ぎにクレムリソの屋上で真紅のソ連国旗が降

ろされ、そしてロシアの三色期が翻ったあの

瞬間でした。ＴＶを通してでしたが、顔を真っ

赤にして興奮し、感動する民衆の姿は私をじ

んとさせるのに十分でした。

あの瞬間を思い出しつつ、私は12月29日に

日本を出発し、モスクワとサソトス・ペテル

ブルグ（旧レニングラード）へと向かいました。

新たに出発したロシアとその現状－主に人

々の生活や表情一を見ての私の印象をここに

報告したいと思います。

ホテルに向かうのですが、ロシアが深刻な

物不足に悩まされているという実情はホテル

－４２－

秋吉整形外科秋吉隆夫

からも受けました。ある程度のクラスのホテ

ルを選んだつもりでしたが、トイレットペー

パーやタオルといった備品の質もお世辞にも

良いとは言いかねるもので、又サービスも実

に素っ気ないもので、無論ルームサービスな

どはありません。食事もあまり種類はなく、

ロシア独特の黒パンの固さには閉口しました。

ホテルの各階にはジェジュールナヤという

鍵番のおばあさんがいて、部屋の出入りの際

に鍵を預けなければなりません。フロントの

ような役目をしているのですが、何だか監視

されているようで、落ち着きませんでした。

こんな体験もありました。ロビーにいると、

一人の初老の老人が近寄ってきます。何の用

だろうと思っていると、上着を脱ぎ出し、こ

んなに寒いのに「この皮のジャンパーを買っ

てくれ｡」と言い出す始末です、また、ホテ

ルのレストラソでは、ボーイがやって来て、

食事をしている私に、「キャビアかカニ缶を

５米ドルで買ってくれないか。ウォッカもあ

る｡」とこっそり耳打ちしてきます。

思わず驚いたこれらの出来事は、この国の

外貨不足の極端さを表しているといった印象

でした。ロシア人がこんなにも外貨を必要と

するのは、一般の商店では見られないような

豊富な品揃えの外貨専用の闇市場の存在のた

めです。又そこでは米ドルを現在の公定レー

ト（１米ドル＝125.26ルーブル）よりもずっ

と高いレートでルーブルに交換することがで

きます。いわゆる闇レートのことです。私も

路上で、相当ぶ厚い独露辞典（日本では６千

円以上か）をたったの１米ドルで購入しました。

町に出ると、よくＴＶでモスクワの名物の



ように伝えられる行列が兄られました。１．切

れの肉やパソのために何時間も辛抱強く並ぶ

人々の姿は、それらを下に入れるためでなく、

この物不足の現状に'''1か抗議をしているよう

に思えました。このように一般の商店には極

端に物が無く、それに比べてnI1IIlj場には比

較的豊富でしたが、間位のためか、人で溢れ

ている割には、余り売れていない様でした。

人々の流れの中では、価絡の、由化に伴うイ

ソフレを懸念する声があちこちで聞かれ、ま

た経済の悪化に伴う暴動の心配も噂されてい

ました。

クレムリンやその周辺の観光地では物売り

がしつこく私につきまとい、偽物ブラソドの

安時計や毛皮のI附子などを光りつけようとし

ます。印象的には市内観光においてはモスク

ワより「水の都」と呼ばれるサソクト・ペテ

ルブルグの町並みの〃が運河や歴史的モニュ

メソトが随所に残っており、おすすめです。

あと私にとって印象的だったのは200万点を

超える美術品が展示されているエルミタージュ

美術館でした。特にオランダとの関係でレソ

ブラソドの作品が数多く展示されているのも

楽しみの１つです。

プーシキソ市は有箱はロシアの詩人プーシ

‐

キソゆかりの地でもあり、女帝エカテリーナ

IIllI:の奥の離悔のあるところとしてｲj･稲です。

映111'i「おろしやIRI酔夢課」の郷台にもなりま

した。

慌ただしいロシアの現状は歴史に立ち会う

といった意味で生涯忘れぬものとなるでしょ

うが、私の妓尚の思い出となったのは、窓越

しにIlj言い押欺色を見ながら、物音ひとつしな

い静寂の中で真夜プーシキソの詩集を締いた

サソクト・ペテルブルグでの一夜でありまし

た。

ここで、アソドレ・ジイドの抜粋にて、私

のロシア印象記の締めくくりとしたいと思い

ます。ジイドが1936年にロシアを旅行した際

に記した「ロシア旅行記」の中で、既に今１１

の人々の気持ちを代弁するかのような文索を

残しております。

《ソヴィエトの現実が、その簸初の理想に

対して、食い違いを示したことはもはや疑い

をはさむ余地はない。人々が希ったのは、あ

んなものではなかった。もう一歩、突っ込ん

でいうと、こんなことも言えるであろう。

「人々が希わなかったものは、正しくこれだっ

たと。’一》（新庄嘉章訳）

－４３－



開

写真１１

インツリストのガイドさんと

（モスクワにて）

■泊

排

汽 車 2芦｡
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写真Ⅲ

青銅の騎士像(サンクトペテルブルグにて）

田頭てと



診療雑感

日常診療に於て、低医療費政策のドで諸先

生方も御iIIf労の多い毎Ｉ:1とは存じますが、私

がI-1Ijm診療を行っていて感じている'１１:を11|:か

せて頂く'11:にしました。

開業間もない先ﾉkﾉjが、骨折、捻挫鞭の､１１

然幣形外科を受診してくれると思っていた忠

者さんの大部分が、非医師を受診し、応怠処

置のみならず、長期に亘る診療を受けるとい

う現実に114〔lniされ驚き又ｲく審に思われる！１１:を

よく坪に致します。更に吸近、他科に於いて

も,忠荷数の減少のためか、非医師の求めに応

じて、レソトケソ搬形のみを行い、統影診断

等をｎから行わず、フィルムを’Ｗ'１．に渡し以

後の治療は非|矢師によって行われるという'１１：

例もよくＬＩ:にする。整形外科以外の他科･に於

いて､(産科に於ける助産姉は除外しますが）

このように'１常茶飯時に各科の診療が非|ｸ軸lIi

のみによって行われている例があるでしょうか。

カイロ施術に対しては、昨年末縛''1が川さ

れ日整会としての明確な立場を表Iﾘ'され、忠

者からカイロ施術について相談を受けた際に

説明もし易くなりました。非|欠師との無川な

争いは避けるべきでしょうが、断問守るべき

専問領域を安易に犯されている事例を見過ご

す事が、将来禍根を残す事にならないように

と思います。

しかし翻って:考えるに、何故,忠.杵は非剛IIi

の治療を選択するのでしょうか、数年|iii，某

有名プロ野球選手が届鎖関節脱｢-1で、盤形外

科医から絶対的手術適応と診断されたにも拘

らず、非医師による冷却問定による治療を受

け短期間でプレーに復帰したとの新|ﾙl記Llfを

思い起こし、｜M:間一般の常識が、蝶形外科医

＝手術、非咲師＝保存的治療となっている

のも無理のない'１１:と反宥すべきと思います。

次に、いわゆる§労災隠し″の問題ですが

－４５－

協立クリニック小島幸雄

】

これについても、諸先雄方も日常診療の場で、

お困りになる'11:が多いと思います。Ｉﾘlらかに

業務上の疾忠であるのに、健保での給療を喫

求され正諭を押し通そうとすると、、あの先

生は、融通がきかない″といわれ、'1f莱所か

らは、ミケガをしてもあの医者には行くな'′

といわれかねません。この問題については、

○ＣＯＡの懇親会の席上で、、11会々典で府|矢

理小倉でもある八llliIi先唯にもお願いした'１１:があ

り、先ﾉｋも」,馴I訓伽の役員と話される'１１:もある

との１１:でしたが、・朝一夕には解決しないよ

うです。

私見ですが、とりあえず現在交通１１:故に健

保診療を行った場合⑯のスタンプを押すよう

に労災でありながら健保診療を行ったレセプ

トに②のスタソプを押し現実にどの程度の荊

合で、労災隠し〃が行われているかを府|矢iii

位で統計的にI淵在して頂いたら如何なもので

しょうか。労災診療が正しく行われる'１１:は、

健保の赤字減少にも直結してくるでしょうし、

健保赤字が全て|張師の責,任であるかの如き風

潮にも一矢を報いる事ができると思います。

大切な○ＣＯＡ会誌々面をドンキホーテの

戯言で無駄世いをしたのではないかと思いま

すが、諸先ﾉ'１方のお考えも聞かせて頂きたい

と思います。



雲雲雲羅謹謹雲

平成４年度春期ゴルフコンペ（通算16回）

平成４年度春期ゴルフコソペは、北六甲力ソトリークラブiﾉLiコースに於いて５月17日（日）に

行われた。好天に恵まれ、新緑の中でうっすら肌に汗ばんでプレーを楽しんだ。

今向は、本コースメソバーでもあられる村上先生令夫人紅一点のご参加もしていだでいた。

上位成績は次の通り

優勝

準優勝

３位

４位

５位

西間助

汐見徹

八幡雅志

液11I博明

・Ｗｉ雅満

ネット

７３

７３

７５

７５

７５ (敬杓略）

プレー後、村.上先生の進行でパーティと表彰式が行われ、しばし歓談の時を過した。

次回は、平成４年11月３１１(水)文化の日に北六甲力ソトリークラブで行われる予定◎蕪っ

てご参加下さい。〃

－４６－



平成４年５月１７日

平成４年ＯＣＯ春季ゴルフコンペ成績表

Ｎ
雅
厚
澄
周
卓

Ｉ
幡
田
井
合

ベ ス ト グ ロス賞

ドラゴン賞

ニアピン賞

志
彦
治
郎
晃
良
郎
次
椛

七

雅
Ｔ
紀
良
三
正
一
一
教
弘
溶

Ｕ
幡
○
多
部
藤
宗
橘
鍾
野多

八
中
服
首
越
三
古
波
孫

志
史
男
助
潔
司

八
飛
高
西
河
原

賞
賞

波
波

大
小

－４７－

ＲＥＳＵＲＴ ＮＡＭＥ ＯＵＴ 1Ｎ GRＯＳＳ Ｈ､，.Ｃ・Ｐ ＮＥＴ 次回ＨＤ

優 勝 西周助 4５ 4３ 8８ 1５ 7３ 1２

準優勝 汐見徹 5７ 5２ 1０９ 3６ 7３ 3２

３位 八幡雅志 4２ 4０ 8２ ７ 7５

４位 演 田博明 5０ 4８ 9８ 2３ 7５

５位 早石雅宥 5７ 5４ ｌｌｌ 3６ 7５

６位 河村都 容 市 4２ 4２ 8４ ８ 7６

７位 服部良治 4１ 4６ 8７ １１ 7６

８位 三 橋二良 4５ 4６ 9０ 1４ 7６

９位 原卓司 4９ 4６ 9５ 1９ ７６

１０位 首藤三七郎 4７ 4６ 9３ 1６ ７７

１１位 長嶋哲夫 5０ 4５ 9５ 1８ ７７

１２位 大 本晃生 4６ ４１ ８７ ９ ７８

１３位 成谷毅 5０ 4４ 9４ 1６ ７８

１４位 波多野弘次 5５ 4３ ９８ 1９ ７９

１５位 島田永和 5５ 4４ ９９ 1９ ８０

１６位 松 本有 5６ 5２ 1０８ 2７ ８１

１７位 孫溶権 4５ 4４ ８９ ７ ８２

１８位 大橋規男 5２ 4４ ９６ 1４ ８２

１９位 中 多紀彦 4６ 4７ ９３ 1０ ８３

２０位 小 杉豊治 6０ 5６ 1１６ 3３ ８３

２１位 市岡倖 4９ 4５ ９４ １０ ８４

２２位 高井澄男 5０ 5０ 1００ 1６ ８４

２３位 杉立山治 4９ 5１ 1００ 1４ ８６

２４位 古賀教一郎 5８ 5４ 1１２ 2６ ８６

２５位 河合潔 5１ 4７ ９８ １０ 8８

２６位 坂 本徳成 6２ 5１ 1１３ 2５ 8８

２７位 松 尾澄正 5７ 5３ １１０ 1９ 9１

２８位 中 川英隆 5９ 5３ １１２ 1９ 9３

２９位 伊 藤成幸 6２ 7０ 1３２ 3６ 9６

Ｂ・Ｂ 村 上白士 5８ 5３ ｌｌｌ 1４ 9７

敢闘賞 松矢浩司 6９ 6２ 1３１ 1６ １１５



ＯＣＯＡＬ宕局篭

平成４年度第1回ＯＣＯＡ理事会

§報告事項

（１）大阪府医師会医学会迎徴委員会報告

（大橋会長）

大橋会長から資料により報告があった。

医学会評議員（任期：４年４月～６年３

月）にＯＣＯＡより、堀木篤、長田明、

服部良治の３名を推薦。

医学会総会は平成４年11月15日（日）

に開催予定。

セミナー形式による研修会は平成５年

２月６日（土)、７日（日）に開催予定

（２）日整会評議会報告（大橘会長）

平成４年４月１５日（水）、ホテル・ニ

ューオータニ博多において、下記「評議

員提案議題」の討論について報告があっ

た。（本誌７頁参照）

（３）ＪＣＯＡ各種委員会委員推薦の件

（大橋会長）

下記「推薦書」のようにＯＣＯＡからは

医療システム委員会小杉豊治先生

社会保険 委員会反田英之先生

会則等検討委員会三橋二良先生

の３名を推薦する。

（４）第５回ＪＣＯＡ学会（千葉）報告（大

橋会長、堀木副会長）

平成４年６月27日千葉市グリーソタ

ワー幕張にて開催。

詳細は、日本臨床整形外科医会会誌、

ならびにＯＣＯＡ会報第16号で掲載され

ます。

－４８－

（５）診療報酬改正に関するアンケート（Ｊ

ＣＯＡ）についての報告（大橋会長）

京都臨床整形外科医会・土屋先生の依

頼により、無床診療所は大橋、三橋、伊

藤、小杉各先生、病院は河合、柴田、高

井各先生にお願いをした。

（６）平成４年度第１回研修会、第２回研修

会報国（服部理事）

◎第１回研修会平成４年５月９日（土）

於：ターミナルホテル

総合司会：長田明

①『整形外科外来診療に於ける超音波診断』

大阪医大整形外科助手瀬本喜啓先生

座長服部良治

②『整形外科疾患の新しい画像診断法から』

大阪医大整形外科教授小野村敏信先生

座長大橋規男

参加者：179名認定書発行：151名

◎第２回研修会平成４年７月４日（土）

於：ターミナルホテル

総合司会：早石雅宥

①『リウマチの外科的治療』

大阪労災病院リウマチ科部長

辻本正記先生

座長堀木篤

②『スポーツ障害とアスレチックリハピ

リテイショソ』

大阪体育大学教授市川宣恭

座長長田明

参加者：162名認定書発行：143名

（７）平成４年度０ＣＯＡ春季ゴルフコンペ

報告（古賀理事）

平成4年５月１７日（日）於：北六甲ＧＣ



参加者：３１名

優勝西周助

準優勝汐見徹

第３位八幡雅志

秋季ＯＣＯＡゴルフコソペは、平成４

年11月３日（日）北六甲ＧＣの予定。

（８）その他

①議長より新理事の紹介

理事長：孫先生（福祉・厚生担当）

②日本理学診療医学会報告（木佐質理事）

平成４年７月12日高知市にて開催。

参加者400～500名。

詳細は坂本理事がＯＣＯＡ会報に掲救

予定。

現在、会員の約半数が開業医であると

のこと。

今回の学会では、基礎研究でレベルの

高い発表が多かった。

来年度（第５回）は自治医大大井教

授（宇都宮)。

③大阪府単科医会連絡協議会（４年９月

１７日）出席の件。（大橋会長）

出席予定者は大橋、堀木、三橋。

④ＪＣＯＡ研修会（４年10月10～11日、

鹿児島）参加状況報告。（大橋会長）

７月８日現在で、大阪から本登録25名、

予備登録20名。

§審議事項

（１）平成４年度第３回・第４回研修会役割

分担について（服部理事）

◎第３回研修会平成４年10月３日（土）

於：ヒルトソホテル

総合司会：新田 望

①『骨・軟部腫傷の診断』

大阪大学整形外科講師内田淳正先生

座長小杉豊治

②『スポーツによる膝外傷の診断と治療』

千葉大学整形外科教授守屋秀繁先生

座長服部良治

◎第４回研修会平成４年11月７日（土）

於：天王寺都ホテル新館

総合司会：山本光男又は河村都容市

①『舟状骨骨折の診断と治療』

大阪市大整形外科講師楠正敬先生

座長長田明

②『核医学による骨疾患の画像診断』

川崎医科大学放射線科（核医学）教授

福永仁夫先生

座長丹羽椛平

※平成５年度予定

４月17日天王寺都ホテル新館（大正）

６月19日新阪急インターナショナルホテ

ル（エーザイ）

１１月20日大阪ターミナルホテル（吉富）

－４９－

（２）ＯＣＯＡ医療保険委員会（仮称）の創

設について（三橋副会長）

社保・国保審査委員の選出について、整

形外科関係ではＯＣＯＡの意向を考慮して

貰うよう府医に要望したり、整形外科保険

点数の不合理、例えば運動療法（Ⅲ）に対

し、整形外科認定医の地位を認めるよう、

ＪＣＯＡに働きかける等、整形外科医の発

展向上に積極的に取り組むためには、委員

会を設置することが必要であると全員の意

見が一致し、三橋副会長、服部、反田、河

村、八幡の各理事で委員会を構成すること

に決定した。

（３）日整会スポーツドクターの認定医継続

のための実技単位取得の具体的方策に

ついての検討（三橋副会長）

府下の日整会認定スポーツ医の名簿を作

り、地域別に各種スポーツ団体と接触した

らどうか。学校におけるスポーツ外傷の際、

雛形外科医を受診せず、柔整師その他で施

設を受ける例が、まだかなり多いので、学

校医や学校関係の保健婦・スポーツ指導者

と連絡を密にし、地域医療で整形外科が必



要であることの認識を深める努力が必要で

ある。

次回の研修会で、この問題について、丹

羽理事の担当でアソケート調査をする予定。

（４）日医認定スポーツ医取得のための欠落

４単位中２単位の補講について（大橋

会長）

欠落４単位中、「運動処方」「運動負荷テ

スト」の２単位は昨年度の研修会で補講し

たが、「女性と運動」「心と運動」の２単位

について、ＯＣＯＡとして研修会をどうす

るかという問題であったが、河合理事より

今秋10月31日（土)、１１月１日（日）大阪

で開催される「第３回日本臨床スポーツ医

学会」の教育研修講座に「女性とスポーツ」

「心とスポーツ」があり、日整会に認定申

請中との報告があり、補講の条件に該当す

るならば、ＯＣＯＡ会員に連絡して利用し

て貰うことにした。

（５）柔整師等問題委員会の設置・構成・名

称について（大橋会長）

最近、高齢化社会での地域医療ネットワー

クの中に柔整師会、マッサージ師会が積極

的に参入し、在宅リハビリテーションの分

野に入り込もうとしている。以前から柔整

師、マッサージ師等パラメディカルと整形

外科医との間にはいろいろの問題があった

－５０－

が、今後は更に増加することがあるので、

その対策、あるいは彼等との接点をどうす

るのか等を検討する委員会設置の提案であ

ったが、あやまりにも問題が大き過ぎＯＣ

ＯＡのみで処理できることではなく、府医

・日医やＪＣＯＡの動きを重視すべきであ

るとの意見が出、ＪＣＯＡにはシステム委

員として出る、小杉理事に府医・日医関係

は平山理事（府医副会長)、八幡理事（府

医理事）にご努力をお願いすることで、委

員会の設置は当分見合わせ、堀木副会長が

窓口になってこの問題の処理に当たること

になった。

（６）ＯＣＯＡ会報第16号の発刊について

（瀬戸理事）

目次案を示して、各項目について投稿者

を協議決定した。

７月31日原稿〆切。

（７）会員親睦旅行の件（案）（河合理事）

日時：平成4年11月28日(土)･29日（日）

行先：和歌山県和歌浦

ゴルフ組：大阪ゴルフ（名門ゴルフ場）

宴会①：２８日(土)６:００新地｢とり松」

②：２９日（日）２:００淡輪｢新黒崎」

会費：概算７万円

(議事録作成者馬場貞雄・大橋規男）
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会員名簿追加

氏名

さかぐちふってる

坂口光輝

なるしままさと

Ｉ鳥嶋真人

きたＬ，ひろＬ

北井寛

よしだまさし

吉田昌司

たけよしけいいち

竹吉恵一

なりたにつよし

成谷毅

つじともき

辻知毅

し 、 竃 い し ゅ う

今井秀

〈にさとこういちろう

国里宏一郎

あまのけいいち

天野敬一

よこいとおる

横井徹

おのたかし

４，野男鳴

医療機関名称

坂口整形外科

府中病院勤務

北井整形外科

長吉 総合病院

勤務

竹吉整形外科

ほうあい

朋愛病院勤務

辻整 形 外 科

今井整形外科

国里整形外科

天野整形外科

医療法人

横井 整形外科

小野 整形外科

医療機関所在地

大阪府泉南市信達牧野

１６４－１

和泉市肥子町１－１０－１７

四条畷市楠公２－８－１０

大阪市平野区長吉長原’一

２－３４

四条畷市岡山東1-10-5

忍ケ丘セソタービル3Ｆ

大阪市東成区大今里

1-25-11

大阪市住吉区苅、町5-6-11

吹、市桃山台２－２－２

茨木市永代町８－８

大阪市東住吉区駒lll4-1-5

大阪市東淀川区瑞光４丁目

１番18号サソピア21-2Ｆ

東大阪市小阪3-2-24

電話番号 自宅住所

0724

85-2062

〒642
和歌山県海南市大野中

1020-14

0725

41-1646

〒589
大阪府狭山市大野台

７－１７－１２

0720 〒573

79-2540 枚方市町楠葉２－１８－１８

0６

709-0301 台４－２９－９

0720 〒576

76-7222 交野市天野が原町4-27-7

0６

973-1122

〒558
大阪市住吉区万代２－６－
4-602号

0６ 〒593

608-1351堺市深井東町3142

0６ 〒560

835-3367豊中市緑丘針2－１２

0726

22-2373
左に同じ

0６

692-5437
左に同じ

0６ 〒560

327-4511豊中市東豊中町3-3-13

0６ 〒631

788-5500奈良市登美ケ丘1-ケ1８

注：住所、電話番号変更はＯＣＯＡ事務局までお知らせ下さい。

○住所変更

o退 会

福西修（旧)大阪市城東区蒲生２－９－４福西整形外科内
（新)大阪市旭区清水5-14-6

市岡省三、谷定泰(２名）

－５１－

電話番号

0734

83-2894

0723

65-7508

０７２０

55-2807

0722

96-3188

0720

93-0488

0６

671-7816

0722

7牙7073

0６

858-5228

0726

22-2373

0６

607-7820

0６

848-2439

0742

44-8038



義垂譲義妻蕊：

（１）第３回学術研修会
日時：平成４年10月３日（士）

場所：大阪ターミナルホテル

演題（１）骨、軟部腫傷の診断

講師：大阪大学整形外科講師内田淳正先生

演題（２）スポーツによる膝外傷の診断と治療

講師：千葉大学整形外科教授守屋秀繁先生

(II）第４回学術研修会
日時：平成４年11月７日（土）

場所：天王寺都ホテル新館

演題（１）舟状骨骨折の診断と治療

講 師：大阪市大整形外科講師楠正敬先生

演題（２）核医学による骨疾患の画像診断

講師：川崎医大放射線科（核医学）教授福永仁夫先生

(Ⅲ）秋季ゴルフコンペ
日時：平成４年１１月３日（祝）

場所：北六甲ＧＣ．

(Ⅳ）平成４年度ＯＣＯＡ会員懇親旅行
日時：平成４年11月28日（土）～29日（日）

場所：和歌山

観光組一和歌浦、加太

ゴルフ組一大阪ゴルフ

懇親会２８日（土）午後６時より

２９日（日）午後３時より

（いずれも有名料亭）

－５２－



第３回日本臨床スポーツ医学会総会開催について

平成４年10月31日(土）・１１月１日（日）

場所大阪国際交流セソター（天王寺区上本町）

会長市川宣恭

シンポジウム

１．スポーツ復帰をめぐる諸問題

11．健康スポーツー現在と未来

パネル・ディスカッション
１．スポーツ外傷、障害の治療の選択

11．運動療法の効果判定

ワークショップ
Ｉ・スポーツと栄養

11．スポーツ心電図の見方

ⅡI・スポーツと画像診断

Ⅳ、筋力トレーニソグ

Ｖ、アスレチック、マッサージの理論と実技

教育研修講座
Ｉ・女性とスポーツ

11．心とスポーツ

111．競技種目別のスポーツ傷害の診断と治療

Ⅳ、若年者スポーツ傷害のリハビリテーショソ

演題目次

シンポジウム１スポーツ復帰をめぐる諸問題

以上

座長：井形高明（徳島大学）

宇佐見暢久（住友病院）

第１日１０月31日メイソホール

Ｓ－ｌ－１

Ｓ－１－２

Ｓ－１－３

Ｓ－１－４

Ｓ－１－５

Ｓ－１－６

肩関節「肩関節脱臼の後」信原病院信原克哉

肘関節｢上腕骨小頭骨軟骨障害の復帰について－成長期野球選手を中心に」

徳島大学岩瀬毅信

足関節「陳旧性足関節外側不安定症」近江八幡市民病院榊田喜三郎

腎臓「腎臓忠児の生活指導」北里大学酒井糾

肝臓「肝炎の病期とスポーツ活動」富山医科薬科大学渡辺明治

呼吸器「ぜんそく′魁者のスポーツ活動」大阪市立大学栗原直嗣

－５３－



Ｓ－２－３

Ｓ－２－４

Ｓ－２－５

シンポジウム２健康スポーツー現在と未来

座長：市川宣恭（大阪体育大学）

前田如矢（大阪市立大学）

第２日１１月１日メイソホール

高齢化社会におけるスポーツの意義（役割）－内科の立場から

帝京大学道場

高齢化社会におけるスポーツの意義一整形外科の立場から

札幌医科大学石井

ビジネスマンの健康スポーツ大阪ガス健康開発センター岡田

小・中学生におけるスポーツのあり方徳島大学井形

スポーツドクターの地域活動大阪府医師会八幡

Ｓ－２－１

信孝

Ｓ－２－２

一
夫
明
志

清
邦
高
雅

指定Ｐ－２－５

指定Ｐ－２－６

－５４－

(肩）スポーツによる膝板損傷

(肩）肩鎖関節脱臼

(肩）関節損傷

(肩）LooseShoulder

(肩）EntrapmentNeuropathy

奈良県立奈良病院尾崎二郎

高岸直人

大 阪 厚 生 年 金 病 院 米 田 稔

神戸大学橋本淳

京都大学医療技術短期大学部漬弘道

１
２
３
４
５

’
一
一
一
一

１
１
１
１
１

－
－
一
一
一

Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ

慢性閉塞性肺疾患大阪市立大学藤本繁夫

糖 尿 病 桃山市民病院田中史郎

運動トレーニングのイソスリン感受性改善効果

愛 知 医 科 大 学 山 ノ 内 国 夫

AT運動負荷が慢性疾患患者におよぼす影響

奈良県立医科大学橋本俊雄

腰痛大阪 市立大学大久保衛

変形性股関節症 鹿 屋 体 育 大 学 庚 橋 賢 次

指定

指定

公募

Ｐ－２－１

Ｐ－２－２

Ｐ－ ２ － ３

公募Ｐ－２－４



ワークショップ１スポーツと栄養

第１日１０月31日

スポーツの面から

栄養の面から

小ホール

ワークショップ２スポーツ心電図の見方

第１日１０月31日小ホール

ワークショップ３スポーツと画像診断

軟部外傷の画像診断

メディカルチェックとしての画像診断

第１日１０月31日小ホール

ワークショップ４筋力トレーニング

第２日１１月１日小ホール

座長：佐藤

講師：山田

講師：佐藤

祐造（名古屋大学）

昌彦（明治製菓株式会社）

和子（大塚製薬）

座長：岩坂

調師：前田

誇二（関西医科大学）

如矢（大阪市立大学）

座長：回尾宗司（兵庫医科大学）

松本越生（藤本病院）

講師：田中清介（近畿大学）

講師：宇佐見暢久（住友病院）

座長：富永通祐（大阪医科大学）

識師：市川宣恭（大阪体大学）

ワークショップ５アスレチック・マッサージの理論と実技

座長：山下文治（京都府立医科大学）

講師：栗山節郎（日本鋼管病院）

第２日１１月１日小ホール

教育研修講座１

女性とスポーツ

第１日１０月31日

教育研修講座２

心とスポーツ

第１日１０月31日

さくら西

さくら東

教育研修講座３

競技種目別のスポーツ傷害の診断と治療

第２日１１月１日さくら西

座長：庚橋賢次（鹿屋体育大学）

神戸大学伊藤一生

座長：山田耕司（山田内科病院）

大阪体育大学荒木雅信

座長：左海伸夫（角谷整形外科病院）

奈良県立医科大学高倉義典

－５５－



１．基調講演（30分）座長：市川宣恭（大阪体育大学）

清風高校理事長平岡宕峯

スポーツと魂一精神一到何ごとか成らざらん

教育研修講座４

若年者スポーツ傷害のリハビリテーション

第２日１１月１日さくら東

座長：河合秀郎（河合整形外科病院）

大阪医科大学富永通祐

市民公開講座

スポーツにおける心とサイエソス

10月30日メイソホール

3．メーカ ー に よ る 講 演 （１時間）座長：宇佐見暢久

スポーツシューズ（靴は足なり）株式会社アシックス坂口登祇雄

運動とスポーツドリソクサ ソトリー株式会社中嶋‘悦子

速いウエア 株式会社デサソト蔭地駿作

（演題未着）ミズノ株 式 会 社 長 谷 川 陽 三

筋肉をサポートする衣服コソディショニソグウエアＣＷ－Ｘの開発

株式会社ワコール坂里祭

2．整形外科・内科医の立場から（仮題） 座長：富永

大阪体育大学市川

大阪市立大学前田

祐
恭
矢

通
宣
如

－５６－



原稿募 集

次号(17号)平成５年２月発行予定です。日頃の臨床経験、診察上の工夫、学会研修

会印象記･ＯＣＯＡに対する怠見要望･保険診療･医業経営･医政に関する御意見･随

想･趣味等々いづれでも結樵です、奮って御投稿下さい。（平成５年１月20日〆切）

編集後記

４月の診療報酬改定より早や半年が過ぎ、

きびしい評価がなされつつあります。９月

５日には近医連から、「今回改定に係る緊

急是正の要望」として、次の７項目（概略）

があげられています。（１）特定疾患療養指

導料の対象拡大、（２）低点数処侭の足正、

（３）１処方薬10種超逓減制の削除、（４）5000

円未満手術材料の算定削除からくる問題、

(5)入院時ビタミソ剤制限撤廃、（６）診療

情報提供料(Ⅲ)を病院へ紹介にも拡大、

(7)民間病院看護料の増点。

ＯＣＯＡ会誌16号をおとどけします。

「日整会理事会だより」（坂本徳成理事)、

「日整会評議員会報告」（大橋規男会長)、

「大阪府医だより」（八幡雅志理事)◎夫々

我々会員にとって身近かな問題について、

報告や解説をいただいております。

「研修会報告」はご多忙な演者の先生方

に執筆をいただき、編集部からも厚く御礼

－５７－

(送り先：ＯＣＯＡ事務局）

申し上げます。

理学療法(Ⅲ)の施設基準については、平

山正樹先生が府医副会長として、近医連を

通じて大阪府社会保険管理課と交渉に努力

され、本文37頁の通達が出ました。

「私の履歴書」は次回吉田正和元副会長

にお願い致しております。お楽しみに。又

長短編にかかわりませんので、どなたでも

ご応募下さい。

「論説｣、「随想」はとくに会員の皆様に

人気があります。今後とも奮って御投稿お

願い致します。次回〆切は平成5年１月20日。

１０月１０．１１日を中心に行われるＪＣＯＡ

鹿児島研修会には全国から多数の参加が見

込まれ、大阪からも約40名が本登録してお

ります。

（Ｎ､Ｓ,記）
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力な抗不安作用と優れた鎮静｡催眠作用､筋緊張緩解作用､抗うつ作用
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<資料誌求先〉

抗催

･心身症(高血圧症､胃･十二指腸潰痘)の身体症候●神経症､うつ病､精神分裂病の睡眠障害に
ならびに不安･緊張･抑うつ･睡眠障害に

●神経症の不安･緊張･抑うつ｡神経衰弱症状に
●腰痛症､頚椎症､筋収縮性頭痛の
不安･緊張･抑うつおよび筋緊張に●うつ病の不安･緊張に

エチゾラム

<効能･効果>

○神経症における不安・蕊張・抑うつ．神経衰弱症壮．睡眠陳謝

○うつ病における不安・緊張・睡眠障害

○心身症(商血圧痕．岡・十二指腸演癌)における身体症候恕らびに不安，
緊弧・抑うつ・睡眠障害

○梢神分裂病における睡眠障害

○下紀疾忠における不安・緊張・抑うつおよび筋緊張

頚推症，腰揃症．筋収蕊性頭捕

<用法・用■＞

神経症．うつ病の場合

通論･成人にはエチゾラムとして１日３ｍｇを３回に分けて経口投与する．

心身症．訊推症．腰捕症．筋収縮性頭痛の鴫合

通濡,成人にはエチゾラムとして１日1.5ｍｇを3回に分けて経口投与する.
睡眠陣審に用いる場合

通常,成人にはエチゾラムとして１日1～3ｍｇを就衷前に１回経口投与する，

なお‘いずれの場合も年齢，症状によりi亜宜増減するか，高齢猫には．

エチゾラムとして１日１５ｍｇ誰でとする．

<使用上の注窓＞

【1】一般的注意

眠筑・注愈力・無中力・反射迎勤能力等の低下が起こることがあ

るので，本剤投与中の悪渚には自動車の運転等危険を伴う拠払の押

作に従耶さ･せないように注適すること．

(2)次の患者には投与しないこと

’）忠性狭隅角緑内障の患者

２）加握筋無力症の患者

【3）次の忠者には慎重に投与すること

１）心腺智．肝障醤，腎陣害のある患者

２〉脳に器質的障害のある怒者(作用が強くあらわれる）

３）小児

４）満'鈴新(r高齢者への投与｣の項参照）

５）褒弱忠謂

６）中等度呼吸障害又は亜漉な呼吸陳害(呼吸不全)のある懸者

吉富製薬蕊
〒541大阪市中央区平野町二丁盲６謡９要

DP-nZf(85)1992年６月作成

籍愁5mg｡１mｇ
(4)剛作用

１）依存性大城迎用によりまれに薬物依存を生じることがあるので，

仙察を十分に行い，用睡を越えないよう懐亜に投与すること．また．

大風投与又は迎用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止

により，まれに遮染発作，ときにせん妄．振職，不眠．不安，幻覚，
妄想尋の禁断症状があらわれることがあるので．投与を中止する嶋

合には，徐々に波風するなど慎重iに行うこと．

２）柄神神経系ア.梢神分裂病等の精神障害者に投与すると逆に刺激典

耐．雛乱等があらわれることがある．

イ．ときに眠気．ふらつき．めまい，歩行失鋼，頭描・頭並，言語陳

智，誰た．まれに不眠，酪訂感．輿源，熊躍．振戦，眼症状(雷視．

鯛節陳裡)があらわれることがある．

３）肝臓ときにGOT･GPTの上昇があらわれることがある．

４）呼吸器よれに呼吸困雅感があらわれることかある．

５〉棚諏器まれに動･隊．立ちくらみがあらわれることがある．

６）消化器ときに口渇，悪心・堰気，また．まれに食欲不振，岡・腰

部不快感．唖吐，腹流．便秘，下痢等があらわれることがある．

７）過敏症ときに発疹，また，まれに灘麻疹，縦捧感等があらわれる

ことがあるので．このような症状があらわれた場合には投与を中止

すること．

８）’１４､格筋ときに催怠感．脱力感，また，まれに易疲労感，筋弛椴聯

の筋蝿狼低下蹴状があらわれることがある．

９）その他談れに発汗，排尿障害，浮腫．舜閉があらわれることがある．

※<高齢者への投与><妊婦･授乳婦への投与><小児への投与〉

〈相互作用>等については添付文書をご参照下さい｡<健保適用〉



回使用上の注意

、一般的注窓

(1)消炎飢捕剤による治猟は原因猟法ではなく､対症煉法で

あることに翻意すること．

(2)皮膚の感染症を不顕性化するおそれがあるので､感染を

伴う炎症に対して用いる埋合侭は適切な抗菌剤又は抗
冥画剤を併用し､観衆を十分に行い恢亜に投与すること。

(3)慢性疾迅(変形性間姉症等)に対し本剤を用いる喝合に
は梨物恢法以外の煉法も孝慮すること｡また悲新の状態

を十分に観察し､剛作凧の発現に認:意すること。
回次の思考には使用しないこと

●モーラスは､ケトプロフェンを主成分とする経皮

鎮痛消炎剤で弐

・ｹﾄブﾛﾌｪﾝはすぐれた鎮痛消炎作用を有し、
しかも経皮吸収性にすぐれていますも

｡すぐれた粘着性･伸縮性を有しているため､関節
などの可動部位にも貼付できま爽

〔薬価基準収載〕

経皮鎮痛消炎剤

⑬モ■■ラユ。
ケトプロフェン貼付剤 ０．３％

日効能･効果

下記の疾患並びに症状の鎮痛･消炎

変形性関節症､肩関節周囲炎､腿･腿鞘炎､腿周囲炎､上

腕骨上顎炎(テニス肘等)､筋肉痛､外傷後の腫脹･窪痛。

（１）本剤又は他のケトブロフェン製剤に対して過敏鯉の既往

歴のある必老。

(2)アスピリン噛息(非ステロイド性消炎訓揃剤等による端息発
作の誘発)又はその既往歴のある蝋潜。

園次の息者には慨重に使用すること
気筈支噛息のある患者。

回副作用
皮膚：ときに発疹､発赤､腫脹､癌嘩感､刺激感、また､まれに

光線過敏症があらわれることがある｡これらの症状が
強い場合は使用を中止すること。

＊その他の使用上の注意については

添付文書を参照してください。

資料舗求先

③久光製萎ﾐ株式会社
〒１５１束京都渋谷区代々木4-31-8

一一一一＝ロ阜

碧

|回llSAMlTSU
久 光 裂 桑

ベンジルアミン系抗三国剤

⑮ボし再製も
●新規のベンジルアミン系抗真菌剤

●優れた抗白癖菌作用

●イミダゾール系抗真菌剤と異なる阻害部位

●１日１回の塗布で優れた効果

■効 能 ･ 効 果 ２ . 剛 作 用
下肥の皮膚真菌症の治猟皮腐:ときに局所の刺激感､発赤､病癖､接撞
１.白痴:足部白廊､股部白獅､休部白癖皮膚炎等があらわれることがある。
2.癒風３･乳児及び幼児への投与

乳児及び3趣以下の幼児では､刺激感､発赤

■用法･用量等があらわれやすいので.用法･用量に釘意
１日１回患部に塗布する。して投与すること．

４．i適用上の注意
回使用上の注意（'１眼科川として阿願､結膜に使用しないこと。
1.次の懇若には使用しないこと121軒しい贋堀面には使用しないこと･
奉剤の成分に対し過敏癌の既往腿Ｉのある(3)ｍ製､塵詞面には注窓して使用すること。

懇 著（液剤のみ）

＊取握い上の注意等は溢付文盲を勢照してください。

寅料飼求先③久光製薬株式会社
〒１５１璽京釦渋谷区代々木4-31-8
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（効能・効果）

＠本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食願からの摂取
が不十分な際の補給(消耗性疾患、妊産婦、授乳蝿など）

⑲下肥疾患のうち、本剤に含まれるビタミン類の欠乏又は代謝
障害が関与すると推定される甥合
、神経痛

●筋肉痛・関節蒲

●末梢神経炎・末梢神経麻簿
効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。

副作用

(1)ｼｮｯｸ:まれにｼｮｯｸ症状があらわれることがあるので､全身皮膚

紅潮、血圧低下、胸内苦悶、呼吸困雌､迩筆等の症状

があらわれた場合には､ただちに投与を中止し、適切な処

世を行うこと。

(2)過敏症:発疹､掻捧感等の過敏症状があらわれることがあるので、

このような症状があらわれた場合には、投与を中止する

こと。

(3)消化器系:悪心・唱吐等の症状があらわれることがある。

(4)投与部位：肋所疹捕があらわれることがある。
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健保適用

1.ビタミンの総合作用により神経・筋樋能の賦活正常化を示
します。

2.生体全般の諸機能賦活作用を示します。
3.安定な水溶液で投与が簡便です。

〃 〃
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■効能･効果'慢性関節リウマチ

国用法･用垂本剤は消炎鎮痛剤などで十分な効果が得られない
場合に使用すること｡通常成人､１回1錠(ブシラミンとして100mg）
を１日3回(300mg)食後に経口投与する｡なお､患者の年齢､症状、
忍容性､本剤に対する反応等に応じ､また､効果の得られた後に
は１日丑1～3錠の範囲で投与する｡１日最大用皿は300屯とする。

国使用上の注意
一般的注意
１〉本剤の投与に際しては、優性間節リウマチの治猟法に十分桐通し、脳遊

の痴態ならびに副作用の出現に注意しながら使凧すること。
２）本剤は消炎鎮痛剤等で十分な効果が得られない喝合に使剛すること・エ

た、亮齢者、手術巡後の惑謡、骨髄楓能の低下している必猶、全身状態が
悪化している悪詣には原則として投与を避けること｡

３）木剤の投与開始に先立ち、主な副作用、用法・剛風等の闘恵点を必稲に
脱明し、特に咽頭病、発熱、紫斑等の症状がみられた蝋合には題やかに主
治医に連絡するよう指示すること。

４）本剤は遅効性であるので､本剤の効果が縛られる里では、従来より投与し
ている消炎鯛痴剤等は継読して傍用することが遜ましい。た臆し、＊剤を
６カ月間迩既投与しても効果があらわれない咽合には投与を中止すること．

５》本剤投与前には必ず血液、腎磯症、肝楓能等の検査を実滝すること．投
与中は厘床塞扶を十分に奴察するとともに、定期的に血液及び尿恢麦等
の建床検麦を行うこと。

注意に万本剤のr副作用上｢使用上の注意｣等については、
製品添付文書をご参照下さい。

抗 リ ウ マ チ 剤 ⑳ ⑬

託リマチ刃財
RimatiI⑧プｼﾗﾐﾝ錠
健保適用

多識燕蕊
資料請求先学術悩報室

９２G①B５
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'慢性動脈閉塞症に伴う

冷感｡簿痛｡潰蕩に

癖
世界輔ﾛの

ﾛブﾛｽﾀｻｲクリ
(PGI2)誘導体製剤う

〔効能･効果〕慢性仙脈閉醒症に伴う枇蛎､塞揃及び冷感の改沖。

〔用法･用迅〕通淋､成人には､ぺﾗﾌ゚ﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑとして''''2(し』gを3''１１
に分いて食彼に維１１投７．する。

〔使用上の注意〕〈抜粋＞

副作用（１）過敏症ときに発疹聯の過敏症状があらわれることがあるので

このような撤状があらわれた場合には投与を中止すること。(2)輔神･神経

系ときに噸揃抑があらわれることがある。(3)消化器系ときに哨飢、ド#ﾘ、
Ｗ肺‘,１，t､１１期,W､食欲不艦祁があらわれることがある。(4)肝臓ときにＧＯＴ・

GPT涼の,:,｢,､があらわれることがある。(5)術環器系ときに肌而潮紅､ばて

り､のぼせ､仙作があらわれることがある。(6)その他ときにﾄﾘグリセライド
の上)1.郡があらわれることがある。

I知I【聴先1山ｚ内卿郵砿分社矛WlI職釦〒１０３頁京躯中興区日堆賦寒町２．３．１’
１０リレ帥吹会Ｐ２Ｘ阜・匿即H鯉宝〒I、璽立鍾中臭区日本雌宝訂２２８

諺ＯＲＮＥＲ芯

Ｑ巳ＯｑＷ

緑伽

ド』i〉

薬価収載 新・鍔｡完

ナ画き錠至伽ｇＺ⑧

血腫内製薬′TORAY'隙i嘉《会社|髭.ﾒデｨｶﾙ抹式会社

魁：

〈

亀

※その他の使用上の注意等詳細は製品に添付の説明書をご参照ください。

。

蕊
〔効能･効果〕｢錠･敗」ｏＷ祇蛎、|･二桁腸抽蛎､吻合部紬蛎､上部iW化描出血(iW化惟禰ｲ"､鋤liスI・
し端iｲﾙ､出血雑Ｗ炎による)､逆iｉけ賦巡炎畢Zollinger-Eil鱈｡､扱峡群Ｏド紀淡忠グ》ＩＷＩ帆荊蛮
(びらん､出血､兇'が､浮駅)の｡k鮮一急惟Ｗ炎､慢性Ｗ炎の急性刷悠期
r注射川Ｊ１:部ｉＷ化粁111血(ｉＷ化fli減り際、鯉.性ストレス諭蝿出血件Ｗ炎による)､Ｚ(》llin畔r-Elli3on
脱眺昨.11Ｗ１W枇嬉
〔使用上の注意〕
副作用(1)ショック虹Lにショ，クをここ-にとがあるので､辿叢を1.分にｉｆい､災愉が鰹ぬられたjル
合には投与を中Ｉ!もし､適切な処漣を行iこと。〈2}過敏痘農れに発疹･皮嵯､じんま疹{&『斑〕が､もらわれ
ることがあるグ)で､こめような症状があらわ』こた鳩合には投与を中Iけること。(3)血液諾れに汎血球減
少.血'1,版減少､よた､ときに内血球減少があらわｵLることがあるので､拠常が盤めらｉＬだ』ﾙ合には没り.を
8111Ｍ.ること。(4)澗化器ときに便秘､また､まれに下痢･欲便､圃必.必心･覗吐､卿祁聯桝睡血欲不
脳､【1内炎呼が‘が>われることがある．１５)樋醗器まれに徐脈､領脈.腸轍プｑソク､血眼上)1,1Wi【m柾
l側.11‘明があらおれることがある。(6)肝渥ときにＧＯＴ､ＧＰＴ,Ｍ－ｐ,また､妊Lに総ビリルビン､ＬＤＩｌの
上)1.噸が.f〕らわれることがある。１７)梢神神経系まれに全獣倦怠･無鉱力感.可逆性の諦乱1A鰹.蝿
1代.ｿﾊ浦､眠欠.‘下謹がゐらわｊＬることがある。１８)内分泌系まれに１１報不噸.次性化ｆＬＩｊが‘hらわれる
ことがあるので.このような場合に雌投与を中''十ること。(9)その他よれに頓面河鮒がが,われること
がある．蕊隔注･用畳.その他の使用上の瑳迩については､製品の誰付文盲をご謬照<鰹さい‘Ｉ

1992.06(Ｂ５涯）

Ａ山之内製薬

知るほどに、
ガスター。
胃炎に１日20mg､洞癌に１日40mg｡安全域が広く、

効き目が速やかb錠剤は､小さくのみやすい｡適度に

胃酸分泌を抑制し､優れた胃粘膜保護作用もある。

知れば知るほどガスターで説

棚

(急惟Ｗ炎､慢惟Ｗ炎の急性榊懇期）

[胃炎に､潰窺に］
Ｈ且受容体括抗剤(ファモチジン製剤〕
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出'と里唾Ｊ_亜■'。!‐△引門,.-ず品温､和で！ 昂ＤＢ＆母ご目定串
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【賢糾in求先〕山之内裂蕊株式会社学術慌羅認〒１０３災京額中央区日本偶本町2-3-11
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骨粗霧症治療剤
⑬

愛､能･効果ト

洲 又 テヨ③錠
(イプリフラボン錠〕
|用法･用量Ｉ

骨粗窪症iこおける骨這寂少の改善。通常､成人には１回１錠(イプリフラボンとして200mg)を１日３回食後経口投与。年齢､症状により適宜i蝕減。

1 便用上 の注章ｆ●薬価基準:収i域

１ .一般的注窓(4)血液：ときに貧血．白血球域少等。
11)木剤は骨祖鴎症における骨量漂少の改善剤であり、その適用にあたって(5)肝輿：ときにビリルビン、ＧＯＴ、ＧＰＴ、ＡＬ－Ｐ、ＬＤＭの上昇等。

１Ｊ、厚生省r老人性骨糧羅症の予防および治療法に関する総合的研究班」(6)晋屍：ときにＢＵＮの上昇。
の診断基聖〈骨量疲少の有窯､骨折の有蓋、腰背痴の有蓋などの総合によ（７）その他：ときに倦怠感、舌・唇のしびれ等。

る）等を参考に､骨祖聡症との診断が確立した患者を対象とすること。４.妊婦・授乳蝿への投与

なお､,必要に応じ腰苛癌に対する適切な治癒を併用すること。(1)妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので．妊婦渓たは妊娠し

(2)木剤は扇齢者に長期にわたって投与されることが多い薬剤であるので．ている可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上まわると判醐
投与中は患者の状態を十分観察し、消化器症状等の副作用があらわれたされる場合にのみ役与すること。

鳴合には適切な処置を行うこと。(2)動物実験で母乳 中へ移行することが報告されているので．授乳中の婦人
2.次 の 悪 者 に は 慎重に投与することには慎重に投与すること。
消化性澗厩又はその既往歴のある患者。５－小児への投与

3 . 次の副作用があらわれることがある未熟児、新生児、乳児、幼児、小児に対する安全性は硫立していない
(1)過敏症：ときに発疹、畷雇等。このような場合には投与を中止。（使用経験がない)。

(21消化鋸：まれに消化性演蛎、間服出血等を発現又は悪化させることがあ６.相互作用

るので．このような場合には投与を中止。また、ときに悪心･哩吐、食欲卵巣摘出動物にエストロンと併用した場合、そのエストロジェソ作用を

不振.岡部不快感､胸やけ．胃癌.腹筋､腹部膨満感.下痢､便秘､口内炎等。瑚加させるので．木剤とエストロジェン製剤を併用する喝合には1口砿に
(3噸神神軽系：ときにめまい、ふらつき等。投与 す る こ と 。

｡ご使用に際しては添{寸文画をこf覧ください。（本剤はＣＨＩＮ○INBudaoest言ＨＵＮＧＡＲＹの許諾に型づ淫製造）

ＯＳＴＥＮ．
〔阿鯛肌家兄〕

④武田薬品工業株式会社
〒５４１大阪市中央区道修町四丁目１番1号《1992.3:Cs『e51-iol
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組織活性型頚痛･抗炎症剤（薬価基準収載）

カプセル100川イ己プリ蛍
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シンフアルネシル製剤〉

用法･用量一

通常、成人にはインドメタシン

フアルネシルとして１回200mgを朝４

１日２回食後経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜１，減

くインドメタ：

効能･効果･‐

下記疾患並びに症状の消炎･鎮痛

慢性関節リウマチ､変形性関節症、

腰痛症､肩関節周囲炎､頚肩腕症

候群

する。

だ
か
ら
バ
ワ
フ
ル
０

ｲ吏用上のｼ主意

7〉Ｉｍ５如牌炎の忠･'１

８》本剤又はインＩ〆タシン、リリチル鮫系化合物（アスピリン等）に過敏症

て・きな又はf更用

すること

が、他奔Ｉ力寺無効

には煩宣に投与

の忠糊

アスビリンロ洲,也又“その既往歴のある必折

妊婦又は妊娠している可雌性のある婦人

次の忠宕には投与もし厳いことを原則とする

し､擾性間姉リウマチに対して投与する湖合
小児（小児への彼与のＺｎを番照）
次の忠審には瓶亘に投与する二と

洲化性澗掴の既往歴のある忠.秘

血,涜の沢然又いその既往歴のある恐稚

肝F愚悲又はその1廃i主厭のある懇親

群J願迩又鯵での蛭1主鰹のある懇巻

心1腿純脚磐のめる必濁
痢卿厘症の必.糊

騨炎の埋髄

過敏症の唾は腰のある恋間

てんかん、バーキンソン煙峡廊辱の中枢抑筆系疾悪のある懇請（インドメ

ク シ ン で こ れ ら の j 亜 状 を 悪 化 さ せ る お そ れ が あ る と の 嘘 告 が あ る ）

筑祷支鳴.息の遜悩
SＬＥ（全身性エリテマトーデス）の睡舗

.、個性大鵬灸の蝉.偶

ク ロ ー ン 氏 病 の 必 価

馬齢稲
●その他の使用上の違意については

議付文書をご毒照ください合
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(1)一般的注意
Ｉ〉；ili炎飢揃剤による志願は原因撫泌ではなく対艇猟法であることに制適：すること‘’
２）蝉-断の状鯉:そ十分奴察し、剛作川の発現に釘j唾する＆二と⑪

インドメタシンで過ｊ災の体;息下蹄、虚脱、四肢冷悪等の疲状が報告されて

いるので、術に砺燃を伴う橘齢審又は消耗性疾悲の恋新においては、投与

艇の恐斬の状態に十分瀧:趣すること。

３》惟性疾繊（慨性閲流リウマチ、変形性関節症等）に対し本剤を用いる場合
には、次の耶唄を巻鯉[すること。

ア）壁湖投与する蝋合には定期的に臨床検査（尿検盃、血液恢衰、ド汗慨能
検孟目及び眼科的疾盃葬）を行うこと“。ｆた、異常が認められた喝合に
は蕊■、休薬等の適切な概観を鰯ずること‘，

イ）築物脈竣以外の蹴濫も琴I盆すること.，

４）感喚屈舎不訓1生化するおそれがあるので、悪§染による炎躍に対して用いる

蝿合には迩切な抗哩I剤を例胴し、醜察を十分に行い慨亜に投与･すること.'
5）ｆ也の;尚炎弧旅剤との伽爪は避けることが皇2ましい“

６）眠気．めユいがあらわれることがあるので、本郵I投与中の懇老には自動皿

の証娠等、危険を伴う錘４戒の燥作には愛耶させないよう曜稜窓すること
(2)次の恩蕃には投与しないこと
Ｉ）油化性;ｊＷｎのある必審
２）虹晦な皿‘陵の興索のある怨窃

３）画晦な肝F阜杏のある悲祈

４）璽鴻な７F胆沓のある迩褐

５〉画珂な心縄庇不全のある懸器
６）麺沌な潟血圧艇の蝉希

鋤
寅鰐茄求先：

エーーザイ株式会詮弄社医興塀菜部ｲﾝﾌﾘｰ係まで。
〒112束京都文京区小石川4-6-10Ａ-Ｋ,9３１１


